
- 1 -

農 薬 の 登 録 申 請 に 係 る 試 験 成 績 に つ い て （ 平 成 12年 1 1月 2 4日 付 け 1 2農 産 第 8 1 4 7号 農 林 水 産 省 農 産 園 芸 局 長 通 知 ） 一 部 改 正 新 旧 対 照 表

改 正 後 現 行

（ 別 紙 ） （ 別 紙 ）
第 １ 試 験 成 績 の 具 体 的 内 容 に つ い て （ 略 ） 第 １ 試 験 成 績 の 具 体 的 内 容 に つ い て
(１ )・ (２ ) （ 略 ） (１ )・ (２ ) （ 略 ）
(３ )毒 性 に 関 す る 試 験 成 績 (３ )毒 性 に 関 す る 試 験 成 績
ア ～ ハ （ 略 ） ア ～ ハ （ 略 ）
（ 削 る 。） ヒ 水 質 汚 濁 性 に 関 す る 試 験 成 績
ヒ 環 境 中 予 測 濃 度 算 定 に 関 す る 試 験 成 績 フ 環 境 中 予 測 濃 度 算 定 に 関 す る 試 験 成 績

(４ ) （ 略 ） (４ ) （ 略 ）

第 ２ ～ 第 ８ （ 略 ） 第 ２ ～ 第 ８ （ 略 ）

第 ９ 第 ９ 本 通 知 は 、 平 成 1 7年 ４ 月 １ 日 以 降 に 提 出 さ れ た 農 薬 の 薬 効 、 薬
（ 削 る 。） 害 、 毒 性 及 び 残 留 性 に 関 す る 試 験 成 績 に つ い て 適 用 す る 。 た だ し 、

別 表 1に 掲 げ る 水 産 動 植 物 へ の 影 響 に 関 す る 試 験 成 績 の う ち 、 ( 2 )、
( 4 )、 ( 6 )、 ( 7 )、 ( 8 )及 び ( 9 )の 試 験 に 係 る 「 試 験 施 設 の 基 準 」 に つ い
て 、平 成 17年 ３ 月 31日 以 前 に 開 始 さ れ た 試 験 は 、こ の 限 り で は な い 。

附 則 本 通 知 は 、 平 成 1 7年 ４ 月 １ 日 以 降 に 提 出 さ れ た 農 薬 の 薬 効 、 薬
害 、 毒 性 及 び 残 留 性 に 関 す る 試 験 成 績 に つ い て 適 用 す る 。 た だ し 、 別
表 1に 掲 げ る 水 産 動 植 物 へ の 影 響 に 関 す る 試 験 成 績 の う ち 、 (2 )、 ( 4 )、
( 6 )、 ( 7 )、 ( 8 )及 び ( 9 )の 試 験 に 係 る 「 試 験 施 設 の 基 準 」 に つ い て 、 平
成 17年 3月 3 1日 以 前 に 開 始 さ れ た 試 験 は 、 こ の 限 り で は な い 。

附 則 こ の 通 知 に よ る 改 正 は 、 平 成 ２ ０ 年 ４ 月 ２ 日 以 降 に 提 出 さ れ た
農 薬 の 薬 効 、 薬 害 、 毒 性 及 び 残 留 性 に 関 す る 試 験 成 績 に つ い て 適 用 す
る 。 た だ し 、 別 表 １ に 掲 げ る 生 物 濃 縮 性 試 験 、 土 壌 残 留 性 試 験 及 び 後
作 物 残 留 性 試 験 に 係 る 「 試 験 施 設 の 基 準 」、 並 び に 、 別 添 「 農 薬 の 登
録 申 請 時 に 提 出 さ れ る 試 験 成 績 の 作 成 に 係 る 指 針 」 に つ い て は 、 平 成
１ ９ 年 １ ０ 月 ２ 日 以 降 に 開 始 さ れ た 試 験 に 適 用 す る 。 な お 、 平 成 ２ ０
年 ４ 月 ２ 日 以 前 に お い て も 、 改 正 後 の 本 通 知 を 適 用 し て 試 験 成 績 を 提
出 す る こ と が で き る 。

（ 別 記 様 式 ） （ 略 ） （ 別 記 様 式 ） （ 略 ）

（ 別 表 １ ） （ 別 表 １ ）

試 験 を 実 施 す る に 当 た っ て 必 要 と さ れ る 条 件 試 験 を 実 施 す る に 当 た っ て 必 要 と さ れ る 条 件

試 験 成 績 試 験 項 目 被 験 物 試 験 例 数 ／ 供 試 試 験 施 設 の 基 準 実 施 方 試 験 成 績 試 験 項 目 被 験 物 試 験 例 数 ／ 供 試 試 験 施 設 の 基 準 実 施 方
質 の 種 農 作 物 ・ 供 試 動 法 の 番 質 の 種 農 作 物 ・ 供 試 動 法 の 番
類 物 等 の 種 類 等 号 類 物 等 の 種 類 等 号

（ 略 ） （ 略 ） （ 略 ） （ 略 ） （ 略 ） （ 略 ） （ 略 ） （ 略 ） （ 略 ） （ 略 ） （ 略 ） （ 略 ）
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水 産 動 植 ( 1 ) 魚 類 原 体 及 被 験 物 質 ご と に 農 薬 Ｇ Ｌ Ｐ 基 準 ２ － ７ 水 産 動 植 ( 1 ) 魚 類 原 体 及 被 験 物 質 ご と に 農 薬 Ｇ Ｌ Ｐ 基 準 ２ － ７
物 へ の 影 急 性 毒 性 び 製 剤 １ 例 に 適 合 し た 試 験 － １ － 物 へ の 影 急 性 毒 性 び 製 剤 １ 例 に 適 合 し た 試 験 － １ －
響 に 関 す 試 験 （ 原 体 に つ い て 施 設 １ 響 に 関 す 試 験 （ 原 体 に つ い て 施 設 １
る 試 験 成 は コ イ 又 は メ ダ る 試 験 成 は コ イ 又 は ヒ メ
績 カ （ ヒ メ ダ カ ） 績 ダ カ を 用 い て 実

を 用 い て 実 施 ） 施 ）

原 体 任 意 原 体 任 意
（ ブ ル ー ギ ル 、 （ ブ ル ー ギ ル 、
ニ ジ マ ス 、 グ ッ ニ ジ マ ス 、 グ ッ
ピ ー 、 ゼ ブ ラ ダ ピ ー 、 ゼ ブ ラ ダ
ニ オ 、 フ ァ ッ ト ニ オ 、 フ ァ ッ ト
ヘ ッ ド ミ ノ ー の ヘ ッ ド ミ ノ ー の
う ち 任 意 の う ち 任 意 の
種 を 用 い て 種 を 用 い て
実 施 ） 実 施 ）

(2 )～ ( 5 ) （ 略 ） （ 略 ） （ 略 ） （ 略 ） (2 )～ ( 5 ) （ 略 ） （ 略 ） （ 略 ） （ 略 ）

( 6 ) 魚 類 原 体 １ 例 農 薬 Ｇ Ｌ Ｐ 基 準 ２ － ７ ( 6 ) 魚 類 原 体 １ 例 農 薬 Ｇ Ｌ Ｐ 基 準 ２ － ７
急 性 毒 性 （ メ ダ カ （ ヒ メ に 適 合 し た 試 験 － ３ 急 性 毒 性 （ ヒ メ ダ カ 又 は に 適 合 し た 試 験 － ３
・ ミ ジ ン ダ カ ） 又 は オ オ 施 設 ・ ミ ジ ン オ オ ミ ジ ン コ に 施 設
コ 類 急 性 ミ ジ ン コ に つ い コ 類 急 性 つ い て 実 施 ）
遊 泳 阻 害 て 実 施 ） 遊 泳 阻 害
共 存 有 機 共 存 有 機
物 質 影 響 物 質 影 響
試 験 試 験

(7 )～ （ 略 ） （ 略 ） （ 略 ） （ 略 ） (7 )～ （ 略 ） （ 略 ） （ 略 ） （ 略 ）
(1 0 ) ( 1 0 )

（ 略 ） （ 略 ） （ 略 ） （ 略 ） （ 略 ） （ 略 ） （ 略 ） （ 略 ） （ 略 ） （ 略 ） （ 略 ） （ 略 ）

有 効 成 分 色 調 ・ 形 （ 略 ） （ 略 ） （ 略 ） ２ － ９ 有 効 成 分 色 調 ・ 形 （ 略 ） （ 略 ） （ 略 ） ２ － ９
の 性 状 、 状 ・ 臭 気 － １ ～ の 性 状 、 状 ・ 臭 気 － １ ～
安 定 性 、 ・ ス ペ ク １ ７ 安 定 性 、 ・ ス ペ ク １ ６
分 解 性 等 ト ル ・ 融 分 解 性 等 ト ル ・ 融
に 関 す る 点 ・ 沸 点 に 関 す る 点 ・ 沸 点
試 験 成 績 ・ 蒸 気 圧 試 験 成 績 ・ 蒸 気 圧

・ 水 に 対 ・ 水 に 対
す る 溶 解 す る 溶 解
度 ・ 有 機 度 ・ 有 機
溶 媒 に 対 溶 媒 に 対
す る 溶 解 す る 溶 解
度 ・ 土 壌 度 ・ 土 壌
吸 着 性 ・ 吸 着 性 ・
オ ク タ ノ オ ク タ ノ
ー ル ／ 水 ー ル ／ 水
分 配 係 数 分 配 係 数
・ 密 度 ・ ・ 密 度 ・
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加 水 分 解 加 水 分 解
性 ・ 解 離 性 ・ 解 離
定 数 ・ 熱 定 数 ・ 熱
に 対 す る に 対 す る
安 定 性 ・ 安 定 性 ・
水 中 光 分 水 中 光 分
解 性 に 関 解 性 に 関
す る 試 験 す る 試 験
・ 生 物 濃
縮 性 試 験

（ 削 る 。） 水 質 汚 濁 水 質 汚 濁 製 剤 ２ 例 公 的 試 験 研 究 施 2- 1 0 - 1
性 に 関 す 性 試 験 設 又 は こ れ に 準
る 試 験 成 じ た 施 設
績

環 境 中 予 ( 1 ) 水 質 水 質 汚 ２ 例 公 的 試 験 研 究 施 2- 1 0 - 1 環 境 中 予
測 濃 度 算 汚 濁 性 試 濁 性 試 設 又 は こ れ に 準 測 濃 度 算
定 に 関 す 験 験 じ た 施 設 定 に 関 す
る 試 験 成 る 試 験 成
績 績

( 2 ) 模 擬 （ 略 ） （ 略 ） （ 略 ） 2- 1 0 - 2 ( 1 ) 模 擬 （ 略 ） （ 略 ） （ 略 ） 2- 1 1 - 1
水 田 を 用 水 田 を 用
い た 水 田 い た 水 田
水 中 農 薬 水 中 農 薬
濃 度 測 定 濃 度 測 定
試 験 試 験

( 3 ) 実 水 （ 略 ） （ 略 ） （ 略 ） 2- 1 0 - 3 ( 2 ) 実 水 （ 略 ） （ 略 ） （ 略 ） 2- 1 1 - 2
田 を 用 い 田 を 用 い
た 水 田 水 た 水 田 水
中 農 薬 濃 中 農 薬 濃
度 測 定 試 度 測 定 試
験 験

( 4 ) 模 擬 （ 略 ） （ 略 ） （ 略 ） 2- 1 0 - 4 ( 3 ) 模 擬 （ 略 ） （ 略 ） （ 略 ） 2- 1 1 - 3
圃 場 を 用 圃 場 を 用
い た 地 表 い た 地 表
流 出 試 験 流 出 試 験

( 5 ) ド リ （ 略 ） （ 略 ） （ 略 ） 2- 1 0 - 5 ( 4 ) ド リ （ 略 ） （ 略 ） （ 略 ） 2- 1 1 - 4
フ ト 試 験 フ ト 試 験

( 6 ) 河 川 （ 略 ） （ 略 ） （ 略 ） 2- 1 0 - 6 ( 5 ) 河 川 （ 略 ） （ 略 ） （ 略 ） 2- 1 1 - 5
に お け る に お け る
農 薬 濃 度 農 薬 濃 度
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の モ ニ タ の モ ニ タ
リ ン グ リ ン グ

農 作 物 へ ( 1 ) 作 物 製 剤 適 用 作 物 ご と 公 的 試 験 研 究 施 3- 1 - 1 農 作 物 へ ( 1 ) 作 物 製 剤 適 用 作 物 ご と 公 的 試 験 研 究 施 3- 1 - 1
の 残 留 性 残 留 性 試 (注 8 ) （ 適 用 農 作 物 が 設 又 は こ れ に 準 の 残 留 性 残 留 性 試 (注 8 ) （ 適 用 農 作 物 が 設 又 は こ れ に 準
に 関 す る 験 作 物 群 で あ る 場 じ た 施 設 。 に 関 す る 験 作 物 群 で あ る 場 じ た 施 設 。
試 験 成 績 合 に あ っ て は 、 試 料 調 整 ほ 場 試 験 成 績 合 に あ っ て は 、 試 料 調 整 ほ 場

別 途 農 産 安 全 管 に つ い て は 、 以 別 途 農 産 安 全 管 に つ い て は 、 以
理 課 長 が 定 め る 下 の 基 準 に 基 づ 理 課 長 が 定 め る 下 の 基 準 に 基 づ
と こ ろ に よ る ） き 実 施 。 と こ ろ に よ る ） き 実 施 。
に ２ 例 以 上 。 ① 適 用 農 作 物 の に ２ 例 以 上 。 ① 適 用 農 作 物 の
た だ し 、 生 産 主 要 な 栽 培 地 域 主 要 な 栽 培 地 域

量 が 特 に 少 な い で あ る 異 な る 都 で あ る 異 な る 都
農 作 物 で あ っ 道 府 県 で 実 施 。 道 府 県 で 実 施 。
て 、 当 該 農 作 物 ② 生 産 量 の 少 な ② 生 産 量 の 少 な
よ り も 農 薬 残 留 い 農 作 物 又 は 栽 い 農 作 物 又 は 栽
性 が 高 い と 判 断 培 地 域 が 一 都 道 培 地 域 が 一 都 道
で き る 農 作 物 が 府 県 に 限 ら れ る 府 県 に 限 ら れ る
あ る 場 合 、 農 薬 農 作 物 を 適 用 農 農 作 物 を 適 用 農
残 留 性 が 高 い 農 作 物 と す る 場 合 作 物 と す る 場 合
作 物 の 作 物 残 留 は 、 単 一 都 道 府 は 、 単 一 都 道 府
性 試 験 成 績 を も 県 内 の 複 数 の 場 県 内 の 複 数 の 場
っ て 当 該 農 作 物 所 又 は 同 一 の 場 所 又 は 同 一 の 場
の 作 物 残 留 性 試 所 に お け る 複 数 所 に お け る 複 数
験 成 績 と し て 使 年 の 試 験 を 実 年 の 試 験 を 実
用 す る こ と が で 施 。 施 。
き る も の と す 試 料 分 析 施 設 試 料 分 析 施 設
る 。 に つ い て は 、 以 に つ い て は 、 以

下 の 基 準 に 基 づ 下 の 基 準 に 基 づ
き 実 施 。 き 実 施 。
① ２ 連 で 分 析 を ① ２ 連 で 分 析 を
行 い 、 少 な く と 行 い 、 少 な く と
も 一 方 は 、 公 的 も 一 方 は 、 公 的
試 験 研 究 施 設 又 試 験 研 究 施 設 又
は こ れ に 準 じ た は こ れ に 準 じ た
施 設 で 実 施 。 施 設 で 実 施 。
② 生 産 量 の 少 な ② 生 産 量 の 少 な
い 農 作 物 を 適 用 い 農 作 物 を 適 用
農 作 物 と す る 場 農 作 物 と す る 場
合 は 、 一 連 で 分 合 は 、 一 連 で 分
析 を 行 う こ と を 析 を 行 う こ と を
妨 げ な い が 公 的 妨 げ な い が 公 的
試 験 研 究 施 設 又 試 験 研 究 施 設 又
は こ れ に 準 じ た は こ れ に 準 じ た
施 設 で 実 施 。 施 設 で 実 施 。

( 2 ) 乳 汁 原 体 又 １ 例 （ 泌 乳 期 の 特 に 規 定 し な 3- 1 - 2 ( 2 ) 乳 汁 原 体 又 １ 例 （ 泌 乳 期 の 特 に 規 定 し な 3- 1 - 2
へ の 移 行 は 製 剤 乳 牛 を 用 い て 実 い 。 へ の 移 行 は 製 剤 乳 牛 を 用 い て 実 い 。
試 験 施 ） 試 験 施 ）
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土 壌 へ の ( 1 ) 土 壌 製 剤 ２ 例 公 的 試 験 研 究 施 3- 2 - 1 土 壌 へ の ( 1 ) 土 壌
残 留 性 に 残 留 性 試 設 又 は こ れ に 準 残 留 性 に 残 留 性 試
関 す る 試 験 じ た 施 設 。 関 す る 試 験
験 成 績 験 成 績

① 容 器 原 体 又 ２ 例 特 に 規 定 し な 3 - 2 - 1 -
内 試 験 は 有 効 い 。 1

成 分 の
純 品

② ほ 場 製 剤 ２ 例 公 的 試 験 研 究 施 3 - 2 - 1 -
試 験 設 又 は こ れ に 準 2

じ た 施 設 。 た だ
し 、 分 析 に つ い
て は 施 設 の 条 件
は 特 に 規 定 し な
い 。

( 2 ) 後 作 製 剤 ( 1 ) 水 田 に お い 公 的 試 験 研 究 施 3- 2 - 2 ( 2 ) 後 作 製 剤 ( 1 ) 水 田 に お い 特 に 規 定 し な い 3- 2 - 2
物 残 留 性 て 使 用 さ れ る 農 設 又 は こ れ に 準 物 残 留 性 て 使 用 さ れ る 農 。
試 験 薬 に つ い て は 、 じ た 施 設 。 試 験 薬 に つ い て は 、

根 菜 類 に 属 す る 根 菜 類 に 属 す る
農 作 物 を １ 種 農 作 物 を １ 種
類 、 そ の 他 麦 大 類 、 そ の 他 麦 大
豆 等 か ら １ 種 類 豆 等 か ら １ 種 類
の 農 作 物 を 選 定 の 農 作 物 を 選 定
( 2 ) 畑 地 に お い ( 2 ) 畑 地 に お い
て 使 用 さ れ る 農 て 使 用 さ れ る 農
薬 に つ い て は 、 薬 に つ い て は 、
根 菜 類 に 属 す る 根 菜 類 に 属 す る
農 作 物 を １ 種 類 農 作 物 を １ 種 類
、 そ の 他 後 作 物 、 そ の 他 後 作 物
と し て 想 定 さ れ と し て 想 定 さ れ
る 農 作 物 が 属 す る 農 作 物 が 属 す
る 植 物 群 の 中 か る 植 物 群 の 中 か
ら １ 種 類 の 農 作 ら １ 種 類 の 農 作
物 を 選 定 物 を 選 定

（ 別 添 表 １ ） （ 略 ） （ 別 添 表 １ ） （ 略 ）

（ 別 添 表 ２ ） （ 略 ） （ 別 添 表 ２ ） （ 略 ）

（ 別 表 ２ ） （ 別 表 ２ ）
（ 略 ） （ 略 ）

試 験 成 績 試 験 成 績 の 提 出 を 要 し な い 場 合 試 験 成 績 試 験 成 績 の 提 出 を 要 し な い 場 合
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（ 略 ） （ 略 ） （ 略 ） （ 略 ）

有 効 成 分 の 性 状 、安 定 性 、 次 に 掲 げ る 区 分 の い ず れ か に 該 当 す る 場 有 効 成 分 の 性 状 、安 定 性 、 次 に 掲 げ る 区 分 の い ず れ か に 該 当 す る 場
分 解 性 等 に 関 す る 試 験 成 合 分 解 性 等 に 関 す る 試 験 成 合
績 ① （ 略 ） 績 ① （ 略 ）

② 土 壌 吸 着 性 、 加 水 分 解 性 、 水 中 光 分 ② 土 壌 吸 着 性 、 加 水 分 解 性 及 び 水 中 光
解 性 及 び 生 物 濃 縮 性 は 、 当 該 農 薬 の 使 分 解 性 は 、 当 該 農 薬 の 使 用 方 法 等 か ら
用 方 法 等 か ら み て 、 当 該 農 薬 の 成 分 物 み て 、 当 該 農 薬 の 成 分 物 質 等 が そ の 使
質 等 が そ の 使 用 に 係 る 農 地 に 混 入 し 、 用 に 係 る 農 地 に 混 入 し 、 又 は 河 川 等 の
又 は 河 川 等 の 水 系 に 流 出 す る お そ れ が 水 系 に 流 出 す る お そ れ が な い と 認 め ら
な い と 認 め ら れ る 場 合 れ る 場 合

③ （ 略 ） ③ （ 略 ）
④ 生 物 濃 縮 性 に つ い て は 、 n -オ ク タ ノ
ー ル ／ 水 分 配 係 数 が 3. 5未 満 の 場 合

（ 削 る 。） 水 質 汚 濁 性 に 関 す る 試 験 次 に 掲 げ る 区 分 の い ず れ か に 該 当 す る
成 績 場 合

① 水 田 に お い て 使 用 さ れ な い 場 合
② 水 田 で 使 用 さ れ る 農 薬 に 関 し 、 当
該 農 薬 の 成 分 物 質 等 の 種 類 等 か ら み
て 、 そ の 毒 性 が き わ め て 弱 い こ と 等
の 理 由 に よ り 有 害 で な い と 認 め ら れ
る 場 合

③ 模 擬 水 田 を 用 い た 水 田 水 中 農 薬 濃
度 測 定 試 験 の 結 果 か ら 、 当 該 試 験 が
目 的 と す る 結 果 が 得 ら れ る と 認 め ら
れ る 場 合

環 境 中 予 測 濃 度 算 定 に 関 次 に 掲 げ る 区 分 の い ず れ か に 該 当 す る 環 境 中 予 測 濃 度 算 定 に 関 次 に 掲 げ る 区 分 の い ず れ か に 該 当 す る
す る 試 験 成 績 場 合 又 は 下 記 左 欄 に 掲 げ る ( 1 )～ ( 6 ) の 試 す る 試 験 成 績 場 合 又 は 下 記 左 欄 に 掲 げ る ( 1 ) ～ ( 5 ) の 試

験 成 績 に つ い て 、 そ れ ぞ れ 右 欄 に 掲 げ る 験 成 績 に つ い て 、 そ れ ぞ れ 右 欄 に 掲 げ る
場 合 場 合
① ・ ② （ 略 ） ① ・ ② （ 略 ）

(1 )水 質 汚 濁 性 試 験 成 績 次 に 掲 げ る 区 分 の い ず れ か に 該 当 す る
場 合
① 水 田 に お い て 使 用 さ れ な い 場 合
② 本 試 験 結 果 を 水 質 汚 濁 予 測 濃 度 の
算 出 に 使 用 し な い 場 合

③ 模 擬 水 田 を 用 い た 水 田 水 中 農 薬 濃
度 測 定 試 験 の 結 果 か ら 、 当 該 試 験 が
目 的 と す る 結 果 が 得 ら れ る と 認 め ら
れ る 場 合

( 2 ) 模 擬 水 田 を 用 い た 水 次 に 掲 げ る 区 分 の い ず れ か に 該 当 す る ( 1 ) 模 擬 水 田 を 用 い た 水 次 に 掲 げ る 区 分 の い ず れ か に 該 当 す る
田 水 中 農 薬 濃 度 測 定 試 場 合 田 水 中 農 薬 濃 度 測 定 試 場 合
験 成 績 ① 水 田 に お い て 使 用 さ れ な い 場 合 験 成 績 ① 水 田 に お い て 使 用 さ れ な い 場 合

② 本 試 験 結 果 を 水 産 動 植 物 被 害 予 測 ② 本 試 験 結 果 を 環 境 中 予 測 濃 度 の 算
濃 度 の 算 出 に 使 用 し な い 場 合 出 に 使 用 し な い 場 合

③ 水 質 汚 濁 性 試 験 の 結 果 か ら 、 当 該 ③ 水 質 汚 濁 性 に 関 す る 試 験 の 結 果 か
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試 験 が 目 的 と す る 結 果 が 得 ら れ る と ら 、 当 該 試 験 が 目 的 と す る 結 果 が 得
認 め ら れ る 場 合 ら れ る と 認 め ら れ る 場 合

( 3 ) 実 水 田 を 用 い た 水 田 次 に 掲 げ る 区 分 の い ず れ か に 該 当 す る ( 2 ) 実 水 田 を 用 い た 水 田 次 に 掲 げ る 区 分 の い ず れ か に 該 当 す る
水 中 農 薬 濃 度 測 定 試 験 場 合 水 中 農 薬 濃 度 測 定 試 験 場 合
成 績 ① 水 田 に お い て 使 用 さ れ な い 場 合 成 績 ① 水 田 に お い て 使 用 さ れ な い 場 合

② 本 試 験 結 果 を 環 境 中 予 測 濃 度 （ 水 ② 本 試 験 結 果 を 環 境 中 予 測 濃 度 の 算
質 汚 濁 予 測 濃 度 及 び 水 産 動 植 物 被 害 出 に 使 用 し な い 場 合
予 測 濃 度 を い う 。 以 下 同 じ 。） の 算
出 に 使 用 し な い 場 合

(4 ) （ 略 ） （ 略 ） (3 ) （ 略 ） （ 略 ）

(5 ) （ 略 ） （ 略 ） (4 ) （ 略 ） （ 略 ）

( 6 ) 河 川 に お け る 農 薬 濃 本 試 験 結 果 を 環 境 中 予 測 濃 度 の 代 替 と ( 5 ) 河 川 に お け る 農 薬 濃 環 境 中 予 測 濃 度 の 代 替 と し て 本 試 験 を
度 の モ ニ タ リ ン グ 成 績 し て 使 用 し な い 場 合 度 の モ ニ タ リ ン グ 成 績 用 い な い 場 合

（ 略 ） （ 略 ） （ 略 ） （ 略 ）

（ 別 添 ） （ 別 添 ）

「 農 薬 の 登 録 申 請 時 に 提 出 さ れ る 試 験 成 績 の 作 成 に 係 る 指 針 」 「 農 薬 の 登 録 申 請 時 に 提 出 さ れ る 試 験 成 績 の 作 成 に 係 る 指 針 」

試 験 項 目 識 別 番 号 試 験 項 目 識 別 番 号

１ ・ ２ （ 略 ） １ ・ ２ （ 略 ）

３ ． 毒 性 に 関 す る 試 験 ３ ． 毒 性 に 関 す る 試 験

（ 中 略 ） （ 中 略 ）

（ 削 る 。） ○ 水 質 汚 濁 性 に 関 す る 試 験
・ 水 質 汚 濁 性 試 験 ２ － １ ０ － １

○ 環 境 中 予 測 濃 度 算 定 に 関 す る 試 験 ○ 環 境 中 予 測 濃 度 算 定 に 関 す る 試 験
・ 水 質 汚 濁 性 試 験 ２ － １ ０ － １
・ 模 擬 水 田 を 用 い た 水 田 水 中 農 薬 濃 度 測 定 試 験 ２ － １ ０ － ２ ・ 模 擬 水 田 を 用 い た 水 田 水 中 農 薬 濃 度 測 定 試 験 ２ － １ １ － １
・ 実 水 田 を 用 い た 水 田 水 中 農 薬 濃 度 測 定 試 験 ２ － １ ０ － ３ ・ 実 水 田 を 用 い た 水 田 水 中 農 薬 濃 度 測 定 試 験 ２ － １ １ － ２
・ 模 擬 圃 場 を 用 い た 地 表 流 出 試 験 ２ － １ ０ － ４ ・ 模 擬 圃 場 を 用 い た 地 表 流 出 試 験 ２ － １ １ － ３
・ ド リ フ ト 試 験 ２ － １ ０ － ５ ・ ド リ フ ト 試 験 ２ － １ １ － ４
・ 河 川 に お け る 農 薬 濃 度 の モ ニ タ リ ン グ ２ － １ ０ － ６ ・ 河 川 に お け る 農 薬 濃 度 の モ ニ タ リ ン グ ２ － １ １ － ５

４ ． 残 留 性 に 関 す る 試 験 ４ ． 残 留 性 に 関 す る 試 験
○ 農 作 物 へ の 残 留 性 に 関 す る 試 験 （ 略 ） ○ 農 作 物 へ の 残 留 性 に 関 す る 試 験 （ 略 ）
○ 土 壌 へ の 残 留 性 に 関 す る 試 験 ○ 土 壌 へ の 残 留 性 に 関 す る 試 験
・ 土 壌 残 留 性 試 験 ３ － ２ － １ ・ 土 壌 残 留 性 試 験

・ 容 器 内 試 験 ３ － ２ － １ － １
・ ほ 場 試 験 ３ － ２ － １ － ２

・ 後 作 物 残 留 性 試 験 ３ － ２ － ２ ・ 後 作 物 残 留 性 試 験 ３ － ２ － ２
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基 本 的 事 項 基 本 的 事 項

１ ～ ３ （ 略 ） １ ～ ３ （ 略 ）

４ ． 実 験 動 物 の 取 扱 い 等 に つ い て ４ ． 実 験 動 物 の 取 扱 い 等 に つ い て
動 物 を 用 い た 実 験 を 実 施 す る に 当 た っ て は 、動 物 愛 護 等 の 観 点 か ら 、 動 物 を 用 い た 実 験 を 実 施 す る に 当 た っ て は 、動 物 愛 護 等 の 観 点 か ら 、

動 物 の 愛 護 及 び 管 理 に 関 す る 法 律 （ 昭 和 4 8年 法 律 第 1 0 5号 ）、 実 験 動 物 動 物 の 愛 護 及 び 管 理 に 関 す る 法 律 （ 昭 和 4 8年 法 律 第 1 0 5号 ）、 実 験 動 物
の 飼 養 及 び 保 管 並 び に 苦 痛 の 軽 減 に 関 す る 基 準 （ 平 成 1 8年 ４ 月 2 8日 環 の 飼 養 及 び 保 管 等 に 関 す る 基 準 （ 昭 和 5 5 年 ３ 月 2 7 日 総 理 府 告 示 第 ６
境 省 告 示 第 8 8号 ）、 動 物 愛 護 に 係 る 国 際 的 な 規 制 ・ 動 向 等 を 踏 ま え 、 号 ）、 動 物 愛 護 に 係 る 国 際 的 な 規 制 ・ 動 向 等 を 踏 ま え 、 実 験 動 物 の 飼
実 験 動 物 の 飼 育 管 理 、 実 験 操 作 、 処 分 方 法 等 に 十 分 に 注 意 を 払 わ な け 育 管 理 、実 験 操 作 、処 分 方 法 等 に 十 分 に 注 意 を 払 わ な け れ ば な ら な い 。
れ ば な ら な い 。

＜ 薬 効 に 関 す る 試 験 ＞ ＜ 薬 効 に 関 す る 試 験 ＞
（ 略 ） （ 略 ）

＜ 薬 害 に 関 す る 試 験 ＞ ＜ 薬 害 に 関 す る 試 験 ＞
（ 略 ） （ 略 ）

＜ 毒 性 に 関 す る 試 験 ＞ ＜ 毒 性 に 関 す る 試 験 ＞

急 性 経 口 毒 性 試 験 （ ２ － １ － １ ） 急 性 経 口 毒 性 試 験 （ ２ － １ － １ ）

１ ． 目 的 １ ． 目 的
本 試 験 は 、 農 薬 の 毒 性 を 評 価 す る 第 一 段 階 で あ り 、 経 口 経 路 に よ 本 試 験 は 、 農 薬 の 毒 性 を 評 価 す る 第 一 段 階 で あ り 、 経 口 経 路 に よ

る 単 回 暴 露 に よ っ て 起 こ り 得 る 健 康 障 害 に 関 す る 科 学 的 知 見 を 得 る る 単 回 暴 露 に よ っ て 起 こ り 得 る 健 康 障 害 に 関 す る 科 学 的 知 見 を 得 る
こ と に よ り 、 農 薬 使 用 時 の 安 全 な 取 扱 方 法 を 確 立 す る こ と 等 を 目 的 こ と に よ り 、 農 薬 使 用 時 の 安 全 な 取 扱 方 法 を 確 立 す る こ と を 目 的 と
と す る 。 ま た 、 反 復 投 与 毒 性 試 験 及 び そ の 他 の 試 験 で の 用 量 設 定 の す る 。 ま た 、 反 復 投 与 毒 性 試 験 及 び そ の 他 の 試 験 で の 用 量 設 定 の た
た め 、 さ ら に 、 被 験 物 質 の 毒 作 用 の 性 質 に 関 す る 最 初 の 科 学 的 知 見 め 、 さ ら に 、 被 験 物 質 の 毒 作 用 の 性 質 に 関 す る 最 初 の 科 学 的 知 見 を
を 得 る た め に も 有 用 で あ る 。 得 る た め に も 有 用 で あ る 。

２ （ 略 ） ２ （ 略 ）

急 性 経 皮 毒 性 試 験 （ ２ － １ － ２ ） 急 性 経 皮 毒 性 試 験 （ ２ － １ － ２ ）

１ ． 目 的 １ ． 目 的
本 試 験 は 、 経 皮 経 路 に よ る 農 薬 の 単 回 暴 露 に よ っ て 起 こ り 得 る 健 本 試 験 は 、 経 皮 経 路 に よ る 農 薬 の 単 回 暴 露 に よ っ て 起 こ り 得 る 健

康 障 害 に 関 す る 科 学 的 知 見 を 得 る こ と に よ り 、 農 薬 使 用 時 の 安 全 な 康 障 害 に 関 す る 科 学 的 知 見 を 得 る こ と に よ り 、 農 薬 使 用 時 の 安 全 な
取 扱 方 法 を 確 立 す る こ と 等 を 目 的 と す る 。 取 扱 方 法 を 確 立 す る こ と を 目 的 と す る 。

２ ～ ６ （ 略 ） ２ ～ ６ （ 略 ）

急 性 吸 入 毒 性 試 験 （ ２ － １ － ３ ） 急 性 吸 入 毒 性 試 験 （ ２ － １ － ３ ）

１ ． 目 的 １ ． 目 的
本 試 験 は 、 吸 入 経 路 に よ る 農 薬 の 単 回 暴 露 に よ っ て 起 こ り 得 る 健 本 試 験 は 、 吸 入 経 路 に よ る 農 薬 の 単 回 暴 露 に よ っ て 起 こ り 得 る 健

康 障 害 に 関 す る 科 学 的 知 見 を 得 る こ と に よ り 、 農 薬 使 用 時 の 安 全 な 康 障 害 に 関 す る 科 学 的 知 見 を 得 る こ と に よ り 、 農 薬 使 用 時 の 安 全 な
取 扱 方 法 を 確 立 す る こ と 等 を 目 的 と す る 。 取 扱 方 法 を 確 立 す る こ と を 目 的 と す る 。

２ ～ ６ （ 略 ） ２ ～ ６ （ 略 ）
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皮 膚 刺 激 性 試 験 （ ２ － １ － ４ ） 皮 膚 刺 激 性 試 験 （ ２ － １ － ４ ）

１ ． 目 的 １ ． 目 的
本 試 験 は 、 農 薬 の 皮 膚 刺 激 性 ／ 腐 食 性 に 関 す る 科 学 的 知 見 を 得 る 本 試 験 は 、 農 薬 の 皮 膚 刺 激 性 ／ 腐 食 性 に 関 す る 科 学 的 知 見 を 得 る

こ と に よ り 、 農 薬 使 用 時 の 安 全 な 取 扱 方 法 を 確 立 す る こ と 等 を 目 的 こ と に よ り 、 農 薬 使 用 時 の 安 全 な 取 扱 方 法 を 確 立 す る こ と を 目 的 と
と す る 。 す る 。

２ ～ ５ （ 略 ） ２ ～ ５ （ 略 ）

眼 刺 激 性 試 験 （ ２ － １ － ５ ） 眼 刺 激 性 試 験 （ ２ － １ － ５ ）

１ ． 目 的 １ ． 目 的
本 試 験 は 、 農 薬 の 眼 及 び 眼 粘 膜 へ の 刺 激 性 ／ 腐 食 性 に 関 す る 科 学 本 試 験 は 、 農 薬 の 眼 及 び 眼 粘 膜 へ の 刺 激 性 ／ 腐 食 性 に 関 す る 科 学

的 知 見 を 得 る こ と に よ り 、 農 薬 使 用 時 の 安 全 な 取 扱 方 法 を 確 立 す る 的 知 見 を 得 る こ と に よ り 、 農 薬 使 用 時 の 安 全 な 取 扱 方 法 を 確 立 す る
こ と 等 を 目 的 と す る 。 こ と を 目 的 と す る 。

２ ～ ４ （ 略 ） ２ ～ ４ （ 略 ）

５ ． 一 般 状 態 の 観 察 及 び 採 点 ５ ． 一 般 状 態 の 観 察 及 び 採 点
（ １ ） 被 験 物 質 の 投 与 後 １ 時 間 、 2 4時 間 、 4 8時 間 及 び 7 2時 間 に お け る （ １ ） 被 験 物 質 の 投 与 後 １ 時 間 、 2 4時 間 、 4 8時 間 及 び 7 2時 間 に お け る

眼 の 一 般 状 態 に つ い て 観 察 し 、 記 録 す る と と も に 、 別 表 の 評 価 基 眼 の 一 般 状 態 に つ い て 観 察 し 、 記 録 す る と と も に 、 別 表 の 評 価 基
準 に 基 づ き 、 被 験 物 質 に 対 す る 眼 の 反 応 性 （ 刺 激 性 ／ 腐 食 性 ） を 準 に 基 づ き 、 被 験 物 質 に 対 す る 眼 の 反 応 性 （ 刺 激 性 ／ 腐 食 性 ） を
記 録 す る 。 な お 、 投 与 後 2 4時 間 に お け る 観 察 終 了 後 、 一 部 又 は す 記 録 す る 。 な お 、 投 与 後 2 4時 間 に お け る 観 察 終 了 後 、 一 部 又 は す
べ て の 試 験 動 物 の 眼 を フ ル オ レ セ イ ン を 使 用 し て 、 さ ら に 検 査 し べ て の 試 験 動 物 の 眼 を フ ル オ レ イ セ ン を 使 用 し て 、 さ ら に 検 査 し
て も よ い 。 て も よ い 。

（ ２ ） ～ （ ４ ） （ 略 ） （ ２ ） ～ （ ４ ） （ 略 ）

（ 別 表 ） （ 略 ） （ 別 表 ） （ 略 ）

皮 膚 感 作 性 試 験 （ ２ － １ － ６ ） 皮 膚 感 作 性 試 験 （ ２ － １ － ６ ）

１ ． 目 的 １ ． 目 的
本 試 験 は 、農 薬 皮 膚 感 作 性 に 関 す る 科 学 的 知 見 を 得 る こ と に よ り 、 本 試 験 は 、農 薬 皮 膚 感 作 性 に 関 す る 科 学 的 知 見 を 得 る こ と に よ り 、

農 薬 使 用 時 の 安 全 な 取 扱 方 法 を 確 立 す る こ と 等 を 目 的 と す る 。 農 薬 使 用 時 の 安 全 な 取 扱 方 法 を 確 立 す る こ と を 目 的 と す る 。

２ ～ ４ （ 略 ） ２ ～ ４ （ 略 ）

急 性 神 経 毒 性 試 験 （ ２ － １ － ７ ） 急 性 神 経 毒 性 試 験 （ ２ － １ － ７ ）

１ ． 目 的 １ ． 目 的
本 試 験 は 、 農 薬 の 単 回 暴 露 に よ る 神 経 系 へ の 毒 性 の 特 徴 を 明 確 に 本 試 験 は 、 農 薬 の 単 回 暴 露 に よ る 神 経 系 へ の 毒 性 の 特 徴 を 明 確 に

し 、 そ の 毒 性 変 化 の 認 め ら れ な い 最 高 投 与 量 （ 無 毒 性 量 ） に 関 す る し 、 そ の 毒 性 変 化 の 認 め ら れ な い 最 高 投 与 量 （ 無 毒 性 量 ） に 関 す る
科 学 的 知 見 を 得 る こ と に よ り 、 農 薬 使 用 時 の 安 全 な 取 扱 方 法 を 確 立 科 学 的 知 見 を 得 る こ と に よ り 、 農 薬 使 用 時 の 安 全 な 取 扱 方 法 を 確 立
す る こ と 等 を 目 的 と す る 。 す る こ と を 目 的 と す る 。

２ ～ ６ （ 略 ） ２ ～ ６ （ 略 ）

急 性 遅 発 性 神 経 毒 性 試 験 （ ２ － １ － ８ ） 急 性 遅 発 性 神 経 毒 性 試 験 （ ２ － １ － ８ ）
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１ ． 目 的 １ ． 目 的
本 試 験 は 、 急 性 毒 性 試 験 成 績 そ の 他 の 毒 性 試 験 成 績 又 は 既 知 の 遅 本 試 験 は 、 急 性 毒 性 試 験 成 績 そ の 他 の 毒 性 試 験 成 績 又 は 既 知 の 遅

発 性 神 経 毒 性 を 示 す 物 質 と の 化 学 構 造 上 の 相 関 か ら 遅 発 性 神 経 毒 性 発 性 神 経 毒 性 を 示 す 物 質 と の 化 学 構 造 上 の 相 関 か ら 遅 発 性 神 経 毒 性
を 有 す る こ と が 予 想 さ れ る 農 薬 に つ い て 、 そ の 毒 性 に 関 す る 科 学 的 を 有 す る こ と が 予 想 さ れ る 農 薬 に つ い て 、 そ の 毒 性 に 関 す る 科 学 的
知 見 を 得 る こ と に よ り 、 農 薬 使 用 時 の 安 全 な 取 扱 方 法 を 確 立 す る こ 知 見 を 得 る こ と に よ り 、 農 薬 使 用 時 の 安 全 な 取 扱 方 法 を 確 立 す る こ
と 等 を 目 的 と す る 。 と を 目 的 と す る 。

２ ～ ７ （ 略 ） ２ ～ ７ （ 略 ）

９ ０ 日 間 反 復 経 口 投 与 毒 性 試 験 （ ２ － １ － ９ ） ９ ０ 日 間 反 復 経 口 投 与 毒 性 試 験 （ ２ － １ － ９ ）

（ 略 ） （ 略 ）

２ １ 日 間 反 復 経 皮 投 与 毒 性 試 験 （ ２ － １ － １ ０ ） ２ １ 日 間 反 復 経 皮 投 与 毒 性 試 験 （ ２ － １ － １ ０ ）

１ ． 目 的 １ ． 目 的
本 試 験 は 、 被 験 物 質 を ２ １ 日 間 に わ た っ て 反 復 経 皮 投 与 し た と き 本 試 験 は 、 被 験 物 質 を ２ １ 日 間 に わ た っ て 反 復 経 皮 投 与 し た と き

に 生 じ る 毒 性 変 化 及 び 毒 性 変 化 の 認 め ら れ な い 最 高 投 与 量 （ 無 毒 性 に 生 じ る 毒 性 変 化 及 び 毒 性 変 化 の 認 め ら れ な い 最 高 投 与 量 （ 無 毒 性
量 ） に つ い て の 科 学 的 知 見 を 得 る こ と に よ り 、 農 薬 使 用 時 の 安 全 な 量 ） に つ い て の 科 学 的 知 見 を 得 る こ と に よ り 、 農 薬 使 用 時 の 安 全 な
取 扱 方 法 を 確 立 す る こ と 等 を 目 的 と す る 。 取 扱 方 法 を 確 立 す る こ と を 目 的 と す る 。

２ ～ ６ （ 略 ） ２ ～ ６ （ 略 ）

９ ０ 日 間 反 復 吸 入 毒 性 試 験 （ ２ － １ － １ １ ） ９ ０ 日 間 反 復 吸 入 毒 性 試 験 （ ２ － １ － １ １ ）

１ ． 目 的 １ ． 目 的
本 試 験 は 、 被 験 物 質 を ９ ０ 日 間 に わ た っ て 反 復 吸 入 暴 露 し た と き 本 試 験 は 、 被 験 物 質 を ９ ０ 日 間 に わ た っ て 反 復 吸 入 暴 露 し た と き

に 生 じ る 毒 性 変 化 及 び 毒 性 変 化 の 認 め ら れ な い 最 高 投 与 量 （ 無 毒 性 に 生 じ る 毒 性 変 化 及 び 毒 性 変 化 の 認 め ら れ な い 最 高 投 与 量 （ 無 毒 性
量 ） に つ い て の 科 学 的 知 見 を 得 る こ と に よ り 、 農 薬 使 用 時 の 安 全 な 量 ） に つ い て の 科 学 的 知 見 を 得 る こ と に よ り 、 農 薬 使 用 時 の 安 全 な
取 扱 方 法 を 確 立 す る こ と 等 を 目 的 と す る 。 取 扱 方 法 を 確 立 す る こ と を 目 的 と す る 。

２ ～ ６ （ 略 ） ２ ～ ６ （ 略 ）

反 復 経 口 投 与 神 経 毒 性 試 験 （ ２ － １ － １ ２ ） 反 復 経 口 投 与 神 経 毒 性 試 験 （ ２ － １ － １ ２ ）
～ 水 中 光 分 解 運 命 試 験 （ ２ － ６ － ２ ） ～ 水 中 光 分 解 運 命 試 験 （ ２ － ６ － ２ ）

（ 略 ） （ 略 ）

水 産 動 植 物 へ の 影 響 に 関 す る 試 験 （ ２ － ７ － １ ～ ７ ） 水 産 動 植 物 へ の 影 響 に 関 す る 試 験 （ ２ － ７ － １ ～ ７ ）

魚 類 急 性 毒 性 試 験 （ ２ － ７ － １ － １ ） 魚 類 急 性 毒 性 試 験 （ ２ － ７ － １ － １ ）

１ （ 略 ） １ （ 略 ）

２ ． 定 義 ２ ． 定 義
（ １ ）・（ ２ ） （ 略 ） （ １ ）・（ ２ ） （ 略 ）
（ 削 る 。） （ ３ ） N O E C（ N o O b s e r v e d E f f e c t C o n c e n t r a t i o n： 最 大 無 影 響 濃 度 ）

： 対 照 区 と 比 べ て 、何 ら 影 響 が 認 め ら れ な い 試 験 最 高 濃 度 を い う 。
（ ３ ） ～ （ ８ ） （ 略 ） （ ４ ） ～ （ ９ ） （ 略 ）
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３ ～ ５ （ 略 ） ３ ～ ５ （ 略 ）

６ ． 供 試 魚 数 及 び 試 験 区 の 設 定 ６ ． 供 試 魚 数 及 び 試 験 区 の 設 定
（ １ ）（ 略 ） （ １ ）（ 略 ）
（ ２ ） 試 験 区 の 設 定 （ ２ ） 試 験 区 の 設 定

① 試 験 濃 度 区 の 設 定 ① 試 験 濃 度 区 の 設 定
ア （ 略 ） ア （ 略 ）
イ 試 験 濃 度 及 び 濃 度 公 比 は 、 予 備 試 験 の 結 果 か ら 定 め る 。 公 イ 試 験 濃 度 及 び 濃 度 公 比 は 、 予 備 試 験 の 結 果 か ら 定 め る 。
比 は 2. 2を 超 え な い こ と が 望 ま し い 。

ウ （ 略 ） ウ （ 略 ）
② 対 照 区 の 設 定 ② 対 照 区 の 設 定
ア （ 略 ） ア （ 略 ）
イ 試 験 原 液 の 調 製 に 助 剤 を 使 用 し た 場 合 は 、 試 験 濃 度 区 と 同 イ 試 験 原 液 の 調 製 に 助 剤 を 使 用 し た 場 合 は 、 使 用 最 高 濃 度 の
濃 度 の 助 剤 を 含 む 助 剤 対 照 区 を 設 け る 。 助 剤 を 含 む 助 剤 対 照 区 を 設 け る 。

７ ． 試 験 液 の 調 製 ７ ． 試 験 液 の 調 製
（ 略 ） （ 略 ）
（ １ ） 原 体 を 被 験 物 質 と し て 用 い る 場 合 （ １ ） 原 体 を 被 験 物 質 と し て 用 い る 場 合

① （ 略 ） ① （ 略 ）
② （ 略 ） ② （ 略 ）
③ 助 剤 の 試 験 液 中 濃 度 は 、原 則 と し て 全 試 験 濃 度 区 で 一 定 と し 、 ③ 助 剤 の 試 験 液 中 濃 度 は 、 10 0 m g /ｌ （ 又 は 0 . 1 m l / l） を 超 え な い
10 0 m g /ｌ （ 又 は 0 . 1 m l / l） を 超 え な い こ と が 望 ま し い 。 こ と が 望 ま し い 。

（ ２ ） （ 略 ） （ ２ ） （ 略 ）

８ ． 環 境 条 件 ８ ． 環 境 条 件
（ １ ） ～ （ ５ ） （ 略 ） （ １ ） ～ （ ５ ） （ 略 ）
（ ６ ） 溶 存 酸 素 濃 度 （ ６ ） 溶 存 酸 素 濃 度

溶 存 酸 素 濃 度 は 、 暴 露 期 間 を 通 し て 飽 和 濃 度 の 6 0％ 以 上 を 保 つ 溶 存 酸 素 濃 度 は 、 暴 露 期 間 を 通 し て 飽 和 濃 度 の 6 0％ 以 上 を 保 つ
よ う に す る 。 被 験 物 質 の 顕 著 な 消 失 が な け れ ば 、 必 要 に 応 じ て ゆ よ う に す る 。 必 要 に 応 じ て ゆ る や か な 暴 気 を 行 う 。
る や か な 暴 気 を 行 っ て も よ い 。

（ ７ ） （ 略 ） （ ７ ） （ 略 ）

９ ． 観 察 及 び 測 定 ９ ． 観 察 及 び 測 定
（ １ ） 供 試 魚 の 一 般 状 態 の 観 察 （ １ ） 供 試 魚 の 一 般 状 態 の 観 察

暴 露 開 始 後 、 少 な く と も 2 4、 4 8、 7 2及 び 9 6時 間 後 に 供 試 魚 の 一 般 暴 露 開 始 後 、 少 な く と も 2 4、 4 8、 7 2及 び 9 6時 間 目 に 供 試 魚 の 一 般
状 態 を 観 察 し 、 記 録 す る 。 死 亡 魚 は 速 か に 試 験 系 か ら 取 り 除 く 。 状 態 を 観 察 し 、 記 録 す る 。 死 亡 魚 は 速 か に 試 験 系 か ら 取 り 除 く 。
ま た 、 観 察 さ れ た 異 常 は 記 録 す る 。 ま た 、 観 察 さ れ た 異 常 は 記 録 す る 。

（ ２ ） 被 験 物 質 濃 度 の 測 定 （ ２ ） 被 験 物 質 濃 度 の 測 定
① 原 体 を 被 験 物 質 と し て 用 い た 場 合 に は 、 各 試 験 濃 度 区 に お け ① 原 体 を 被 験 物 質 と し て 用 い た 場 合 に は 、 各 試 験 濃 度 区 に お け
る 被 験 物 質 の 濃 度 を 少 な く と も 暴 露 開 始 時 、 4 8時 間 後 、 暴 露 終 る 被 験 物 質 の 濃 度 を 少 な く と も 暴 露 開 始 時 、 暴 露 終 了 時 、 換 水
了 時 、 換 水 前 及 び 換 水 後 に 測 定 す る 。 前 及 び 換 水 後 に 測 定 す る 。

② （ 略 ） ② （ 略 ）
（ ３ ） （ 略 ） （ ３ ） （ 略 ）

10 （ 略 ） 10 （ 略 ）

11． 報 告 事 項 11． 報 告 事 項
（ １ ） ～ （ ３ ） （ 略 ） （ １ ） ～ （ ３ ） （ 略 ）
（ ４ ） 試 験 結 果 に つ い て （ ４ ） 試 験 結 果 に つ い て
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① L C ５ ０（ 原 体 を 被 験 物 質 と し て 用 い た 場 合 は 、 有 効 成 分 濃 度 に ① LC ５ ０及 び そ の 95％ 信 頼 限 界 (可 能 で あ れ ば 各 観 察 時 間 の も の )
基 づ く L C ５ ０） 及 び そ の 95％ 信 頼 限 界 (可 能 で あ れ ば 各 観 察 時 間 の
も の )

② （ 略 ） ② （ 略 ）
（ 削 る 。） ③ N O E C（ N O E Cの 値 が 求 め ら れ な か っ た 場 合 は 、 そ の 理 由 を 記 す

こ と 。）
③ ～ ⑦ （ 略 ） ④ ～ ⑧ （ 略 ）
⑧ そ の 他 の 事 項 ⑨ そ の 他 の 事 項

試 験 液 の 状 態 、 試 験 結 果 に 影 響 を 及 ぼ し た 可 能 性 の あ る 事 項 試 験 液 の 状 態 、 試 験 結 果 に 影 響 を 及 ぼ し た 可 能 性 の あ る 事 項
（ 本 試 験 法 か ら の 逸 脱 等 の 内 容 及 び そ れ が 試 験 結 果 に 影 響 を 及 等
ぼ し た 可 能 性 ） 等

12 （ 略 ） 12 （ 略 ）

別 表 試 験 生 物 種 の 条 件 及 び 設 定 温 度 別 表 試 験 生 物 種 の 条 件 及 び 設 定 温 度

魚 種 設 定 温 度（ ℃ ） 試 験 魚 の 全 長（ cm） 魚 種 設 定 温 度（ ℃ ） 試 験 魚 の 全 長（ cm）

コ イ (Cyprinus carpio ) 2 0～ 2 4 4 . 0 ± 2 . 0 コ イ (Cyprinus carpio ) 2 0～ 2 4 5 . 0 ± 1 . 0

メ ダ カ （ ヒ メ ダ カ ） (Oryzias latipes ) 2 1～ 2 5 2 . 3 ± 1 . 2 ヒ メ ダ カ (Oryzias latipes ) 2 1～ 2 5 2 . 0 ± 1 . 0

ブ ル ー ギ ル ( Lepomis macrochirus ) 2 1～ 2 5 2 . 0 ± 1 . 0 ブ ル ー ギ ル ( Lepomis macrochirus ) 2 1～ 2 5 3 . 0 ± 1 . 0

（ 略 ） （ 略 ） （ 略 ） （ 略 ） （ 略 ） （ 略 ）

ゼ ブ ラ ダ ニ オ (D a n i o r e r i o ) 2 1～ 2 5 2 . 0 ± 1 . 0 ゼ ブ ラ ダ ニ オ ( B r a c h y d a n i o r e r i 2 1～ 2 5 2 . 0 ± 1 . 0
o )

（ 略 ） （ 略 ） （ 略 ） （ 略 ） （ 略 ） （ 略 ）

魚 類 （ ふ 化 仔 魚 ） 急 性 毒 性 試 験 （ ２ － ７ － １ － ２ ） 魚 類 （ ふ 化 仔 魚 ） 急 性 毒 性 試 験 （ ２ － ７ － １ － ２ ）

（ 略 ） （ 略 ）
３ ． 供 試 生 物 ３ ． 供 試 生 物
（ １ ） 生 物 種 （ １ ） 生 物 種

① 供 試 魚 は メ ダ カ （ ヒ メ ダ カ ） (Oryzias latipes )の ふ 化 仔 魚 （ 2 4時 ① 供 試 魚 は ヒ メ ダ カ (Oryzias latipes )の ふ 化 仔 魚 （ 2 4時 間 以 内 齢 ）
間 以 内 齢 ） を 用 い る 。 を 用 い る 。

（ 略 ） （ 略 ）

ミ ジ ン コ 類 急 性 遊 泳 阻 害 試 験 （ ２ － ７ － ２ － １ ） ミ ジ ン コ 類 急 性 遊 泳 阻 害 試 験 （ ２ － ７ － ２ － １ ）

１ （ 略 ） １ （ 略 ）

２ ． 定 義 ２ ． 定 義
（ １ ）・（ ２ ） （ 略 ） （ １ ）・（ ２ ） （ 略 ）
（ 削 る 。） （ ３ ） N O E C（ N o O b s e r v e d E f f e c t C o n c e n t r a t i o n： 最 大 無 影 響 濃 度 ）

： 対 照 区 と 比 べ て 、何 ら 影 響 が 認 め ら れ な い 試 験 最 高 濃 度 を い う 。
（ ３ ） ～ （ ８ ） （ 略 ） 〔 条 項 移 動 〕 （ ４ ） ～ （ ９ ） （ 略 ）
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３ ． 供 試 生 物 ３ ． 供 試 生 物
（ １ ） 生 物 種 （ １ ） 生 物 種

① （ 略 ） ① （ 略 ）
② 供 試 生 物 は 、 経 歴 （ 入 手 源 、 飼 育 方 法 等 ） の 明 ら か な 同 系 統 ② 供 試 生 物 は 、 経 歴 （ 入 手 源 、 飼 育 方 法 等 ） の 明 ら か な も の を
の 親 ミ ジ ン コ か ら 得 ら れ た も の を 用 い る 。 用 い る 。

③ （ 略 ） ③ （ 略 ）
（ ２ ） 生 育 段 階 （ ２ ） 生 育 段 階

生 後 2 4時 間 以 内 の 個 体 （ 以 下 「 幼 体 」 と い う 。） を 用 い る 。 ま 生 後 24時 間 以 内 の 個 体 （ 以 下 「 幼 体 」 と い う 。） を 用 い る 。
た 、 ば ら つ き を 減 ら す た め 、 親 ミ ジ ン コ の １ 回 目 の 産 仔 に よ る も
の は 使 用 し な い 。

（ ３ ） （ 略 ） （ ３ ）（ 略 ）

４ （ 略 ） ４ （ 略 ）

５ ． 暴 露 期 間 ５ ． 暴 露 期 間
48時 間 と す る 。 4 8時 間 と す る 。 た だ し 、 供 試 生 物 の 種 に よ っ て は 2 4時 間 と す る こ

と が で き る 。

６ ． 供 試 生 物 数 及 び 試 験 区 の 設 定 ６ ． 供 試 生 物 数 及 び 試 験 区 の 設 定
（ １ ） 供 試 生 物 数 （ １ ） 供 試 生 物 数

試 験 区 ご と に 少 な く と も 20頭 の 供 試 生 物 を 使 用 す る 。こ の 場 合 、 試 験 区 ご と に 少 な く と も 2 0頭 の 供 試 生 物 を 使 用 し 、 必 要 に 応 じ
各 ５ 頭 ず つ ４ 連 に 分 け る こ と が 望 ま し い 。 て 観 察 が 可 能 な 個 体 数 に 分 割 す る 。

（ ２ ） 試 験 区 の 設 定 （ ２ ） 試 験 区 の 設 定
① 試 験 濃 度 区 の 設 定 ① 試 験 濃 度 区 の 設 定
ア 等 比 級 数 的 に 少 な く と も ５ 濃 度 区 を 設 け る 。 公 比 は 2. 2を 超 ア 等 比 級 数 的 に 少 な く と も ５ 濃 度 区 を 設 け る 。
え な い こ と が 望 ま し い 。

イ （ 略 ） イ （ 略 ）
ウ （ 略 ） ウ （ 略 ）

② 対 照 区 の 設 定 ② 対 照 区 の 設 定
ア （ 略 ） ア （ 略 ）
イ 試 験 原 液 の 調 製 に 助 剤 を 使 用 し た 場 合 は 、 試 験 濃 度 区 と 同 イ 試 験 原 液 の 調 製 に 助 剤 を 使 用 し た 場 合 は 、 使 用 最 高 濃 度 の
濃 度 の 助 剤 を 含 む 助 剤 対 照 区 を 設 け る 。 助 剤 を 含 む 助 剤 対 照 区 を 設 け る 。

７ ． 試 験 液 の 調 製 ７ ． 試 験 液 の 調 製
（ 略 ） （ 略 ）

（ １ ） 原 体 を 被 験 物 質 と し て 用 い る 場 合 （ １ ） 原 体 を 被 験 物 質 と し て 用 い る 場 合
① ・ ② （ 略 ） ① ・ ② （ 略 ）
③ 助 剤 の 試 験 液 中 濃 度 は 、原 則 と し て 全 試 験 濃 度 区 で 一 定 と し 、 ③ 助 剤 の 試 験 液 中 濃 度 は 、 10 0 m g /ｌ （ 又 は 0 . 1 m l / l） を 超 え な い

10 0 m g /ｌ （ 又 は 0 . 1 m l / l） を 超 え な い こ と が 望 ま し い 。 こ と が 望 ま し い 。
（ ２ ） （ 略 ） （ ２ ） （ 略 ）

８ ． 環 境 条 件 ８ ． 環 境 条 件
（ １ ）・（ ２ ） （ 略 ） （ １ ）・（ ２ ） （ 略 ）
（ ３ ） 照 明 （ ３ ） 照 明

16時 間 明 期 が 望 ま し い 。 12～ 16時 間 明 期 が 望 ま し い 。
（ ４ ） （ 略 ） （ ４ ） （ 略 ）
（ ５ ） 希 釈 水 （ ５ ） 希 釈 水

① ～ ③ （ 略 ） ① ～ ③ （ 略 ）
④ E l e n d t M 4、 M 7培 地 の よ う な キ レ ー ト 剤 が 含 ま れ て い る 水 は 、
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金 属 を 含 む 物 質 の 試 験 に は 使 用 し な い 。
（ ６ ） 溶 存 酸 素 濃 度 （ ６ ） 溶 存 酸 素 濃 度

溶 存 酸 素 濃 度 は 、暴 露 期 間 を 通 し て 3m g / L以 上 に 保 つ よ う に す る 。 溶 存 酸 素 濃 度 は 、 暴 露 期 間 を 通 し て 飽 和 濃 度 の 6 0％ 以 上 に 保 つ
暴 露 期 間 中 は 、 原 則 と し て 暴 気 は 行 わ な い 。 よ う に す る 。

（ ７ ） （ 略 ） （ ７ ） （ 略 ）

９ ． 観 察 及 び 測 定 ９ ． 観 察 及 び 測 定
（ １ ） 供 試 生 物 の 一 般 状 態 の 観 察 （ １ ） 供 試 生 物 の 一 般 状 態 の 観 察

暴 露 開 始 2 4時 間 後 及 び 4 8時 間 後 に お け る 遊 泳 阻 害 の 有 無 に つ い 暴 露 開 始 後 2 4時 間 目 及 び 4 8時 間 目 に お け る 遊 泳 阻 害 の 有 無 に つ
て 観 察 し 記 録 す る 。 遊 泳 阻 害 の 他 に も 、 行 動 や 外 見 の 異 常 が 見 ら い て 観 察 し 記 録 す る 。
れ た 場 合 に は 記 録 す る 。

（ ２ ） 被 験 物 質 濃 度 の 測 定 （ ２ ） 被 験 物 質 濃 度 の 測 定
① 原 体 を 被 験 物 質 と し て 用 い た 場 合 に は 、 各 試 験 濃 度 区 に お け ① 原 体 を 被 験 物 質 と し て 用 い た 場 合 に は 、 各 試 験 濃 度 区 に お け
る 被 験 物 質 の 濃 度 を 少 な く と も 暴 露 開 始 時 、 暴 露 終 了 時 、 換 水 る 被 験 物 質 の 濃 度 を 少 な く と も 暴 露 開 始 時 、 暴 露 終 了 時 、 換 水
前 及 び 換 水 後 に 測 定 す る 。 前 及 び 換 水 後 に 測 定 す る 。
な お 、 試 験 区 ご と に 複 数 の 容 器 を 設 け て い る 場 合 に は 、 各 容 な お 、 試 験 区 ご と に 複 数 の 容 器 を 設 け て い る 場 合 に は 、 各 容

器 か ら 試 験 液 を 等 量 採 取 し 混 和 後 、 測 定 用 試 料 に 供 す る 。 た だ 器 か ら 試 験 液 を 等 量 採 取 し 混 和 後 、 測 定 用 試 料 に 供 す る 。
し 、 分 析 上 必 要 が あ る 場 合 、 分 析 の た め に 別 の 容 器 の 試 験 液 を
用 い て も よ い 。 こ の 場 合 、 試 験 液 と 全 く 同 じ 条 件 で 処 理 す る 。

② （ 略 ） ② （ 略 ）
（ ３ ） 環 境 条 件 の 測 定 （ ３ ） 環 境 条 件 の 測 定

① （ 略 ） ① （ 略 ）
② 各 試 験 区 に お け る 試 験 液 の 水 温 、 溶 存 酸 素 濃 度 及 び p Hを 少 な ② 各 試 験 区 に お け る 試 験 液 の 水 温 、 溶 存 酸 素 濃 度 及 び p Hを 少 な
く と も 暴 露 開 始 時 、暴 露 終 了 時 、換 水 前 及 び 換 水 後 に 測 定 す る 。 く と も 暴 露 開 始 時 、暴 露 終 了 時 、換 水 前 及 び 換 水 後 に 測 定 す る 。
ま た 、暴 露 期 間 中 、pHは 通 常 の 場 合 1. 5以 上 変 動 し て は な ら な い 。

10 （ 略 ） 10 （ 略 ）

11． 報 告 事 項 11． 報 告 事 項
（ １ ） ～ （ ３ ） （ 略 ） （ １ ） ～ （ ３ ） （ 略 ）
（ ４ ） 試 験 結 果 に つ い て （ ４ ） 試 験 結 果 に つ い て

① E C ５ ０（ 原 体 を 被 験 物 質 と し て 用 い た 場 合 は 、 有 効 成 分 濃 度 に ① EC ５ ０及 び そ の 95％ 信 頼 限 界 (可 能 で あ れ ば 各 観 察 時 間 の も の )
基 づ く E C ５ ０） 及 び そ の 95％ 信 頼 限 界 (可 能 で あ れ ば 各 観 察 時 間 の
も の )

② （ 略 ） ② （ 略 ）
（ 削 る 。） ③ NO E C（ N O E Cの 値 が 求 め ら れ な か っ た 場 合 は 、そ の 理 由 を 記 す ）
③ ～ ⑦ （ 略 ） 〔 条 項 移 動 〕 ④ ～ ⑧ （ 略 ）
⑧ そ の 他 の 事 項 ⑨ そ の 他 の 事 項

試 験 液 の 状 態 、 試 験 結 果 に 影 響 を 及 ぼ し た 可 能 性 の あ る 事 項 試 験 液 の 状 態 、 試 験 結 果 に 影 響 を 及 ぼ し た 可 能 性 の あ る 事 項
（ 本 試 験 法 か ら の 逸 脱 等 の 内 容 及 び そ れ が 試 験 結 果 に 影 響 を 及 等
ぼ し た 可 能 性 ） 等

12． 試 験 の 妥 当 性 12． 試 験 の 妥 当 性
（ １ ） 暴 露 期 間 中 に お い て 対 照 区 の 遊 泳 阻 害 率 が 1 0％ を 超 え て は な ら （ １ ） 暴 露 終 了 時 に お い て 対 照 区 の 遊 泳 阻 害 率 が 1 0％ を 超 え て は な ら

な い 。 な い 。
（ ２ ） 暴 露 期 間 中 に お い て 1 0％ を 超 え る 対 照 区 の ミ ジ ン コ が 脱 色 、 水 （ ２ ） 暴 露 開 始 時 に お い て 対 照 区 の ミ ジ ン コ が 水 面 に 浮 い て い て は な

面 に 浮 い て い る な ど の 異 常 な 症 状 、 行 動 を 示 し て は な ら な い 。 ら な い 。
（ ３ ） 溶 存 酸 素 濃 度 は 暴 露 終 了 時 に お い て 、 3m g / L以 上 で な け れ ば な ら （ ３ ） 溶 存 酸 素 濃 度 は 暴 露 期 間 中 、 飽 和 濃 度 の 6 0％ 以 上 で な け れ ば な

な い 。 ら な い 。
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ミ ジ ン コ 類 （ 成 体 ） 急 性 遊 泳 阻 害 試 験 （ ２ － ７ － ２ － ２ ） ミ ジ ン コ 類 （ 成 体 ） 急 性 遊 泳 阻 害 試 験 （ ２ － ７ － ２ － ２ ）

１ ． 目 的 １ ． 目 的 及 び
（ 略 ） （ 略 ）

ミ ジ ン コ 類 繁 殖 試 験 （ ２ － ７ － ２ － ３ ） ミ ジ ン コ 類 繁 殖 試 験 （ ２ － ７ － ２ － ３ ）

１ ・ ２ （ 略 ） １ ・ ２ （ 略 ）

３ ． 供 試 生 物 ３ ． 供 試 生 物
（ １ ） 生 物 種 （ １ ） 生 物 種

① （ 略 ） ① （ 略 ）
② 供 試 生 物 は 、 経 歴 （ 入 手 源 、 飼 育 方 法 等 ） の 明 ら か な 同 系 統 ② 供 試 生 物 は 、 経 歴 （ 入 手 源 、 飼 育 方 法 等 ） の 明 ら か な も の を
の 親 ミ ジ ン コ か ら 得 ら れ た も の を 用 い る 。 用 い る 。

③ （ 略 ） ③ （ 略 ）
（ ２ ） 生 育 段 階 （ ２ ） 生 育 段 階

生 後 2 4時 間 以 内 の 個 体 （ 以 下 「 幼 体 」 と い う 。） を 用 い る 。 ま 生 後 24時 間 以 内 の 個 体 （ 以 下 「 幼 体 」 と い う 。） を 用 い る 。
た 、 ば ら つ き を 減 ら す た め 、 親 ミ ジ ン コ の １ 回 目 の 産 仔 に よ る も
の は 使 用 し な い 。

（ ３ ） （ 略 ） （ ３ ） （ 略 ）

４ ・ ５ （ 略 ） ４ ・ ５ （ 略 ）

６ ． 供 試 生 物 数 及 び 試 験 区 の 設 定 ６ ． 供 試 生 物 数 及 び 試 験 区 の 設 定
（ １ ） （ 略 ） （ １ ） （ 略 ）
（ ２ ） 試 験 区 の 設 定 （ ２ ） 試 験 区 の 設 定

① 試 験 濃 度 区 の 設 定 ① 試 験 濃 度 区 の 設 定
ア 等 比 級 数 的 に 少 な く と も ５ 濃 度 区 を 設 け る 。 公 比 は 3. 2を 超 ア 等 比 級 数 的 に 少 な く と も ５ 濃 度 区 を 設 け る 。
え な い こ と が 望 ま し い 。

イ 、 ウ （ 略 ） イ 、 ウ （ 略 ）
② 対 照 区 の 設 定 ② 対 照 区 の 設 定
ア （ 略 ） ア （ 略 ）
イ 試 験 原 液 の 調 製 に 助 剤 を 使 用 し た 場 合 は 、 試 験 濃 度 区 と 同 イ 試 験 原 液 の 調 製 に 助 剤 を 使 用 し た 場 合 は 、 使 用 最 高 濃 度 の
濃 度 の 助 剤 を 含 む 助 剤 対 照 区 も 設 け る 。 助 剤 を 含 む 助 剤 対 照 区 も 設 け る 。

７ ． 試 験 液 の 調 製 ７ ． 試 験 液 の 調 製
（ 略 ） （ 略 ）

（ １ ）・（ ２ ） （ 略 ） （ １ ）・（ ２ ） （ 略 ）
（ ３ ） 助 剤 の 試 験 液 中 濃 度 は 、 原 則 と し て 全 試 験 濃 度 区 で 一 定 と し 、 1 （ ３ ） 助 剤 の 試 験 液 中 濃 度 は 10 0 m g /ｌ （ 又 は 0 . 1 m l / l） を 超 え な い こ と

00 m g /ｌ （ 又 は 0 . 1 m l / l） を 超 え な い こ と が 望 ま し い 。 が 望 ま し い 。

８ ． 環 境 条 件 ８ ． 環 境 条 件
（ １ ） ～ （ ４ ） （ 略 ） （ １ ） ～ （ ４ ） （ 略 ）
（ ５ ） 希 釈 水 （ ５ ） 希 釈 水

① ～ ③ （ 略 ） ① ～ ③ （ 略 ）
④ E l e n d t M 4、 M 7培 地 の よ う な キ レ ー ト 剤 が 含 ま れ て い る 水 は 、
金 属 を 含 む 物 質 の 試 験 に は 使 用 し な い 。

（ ６ ） 溶 存 酸 素 濃 度 （ ６ ） 溶 存 酸 素 濃 度
溶 存 酸 素 濃 度 は 、 暴 露 期 間 を 通 し て 3m g / L以 上 に 保 つ よ う に す る 。 溶 存 酸 素 濃 度 は 、 暴 露 期 間 を 通 し て 3m g / L以 上 に 保 つ よ う に す る 。

暴 露 期 間 中 は 、 原 則 と し て 暴 気 は 行 わ な い 。
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（ ７ ）（ 略 ） （ ７ ） （ 略 ）

９ ． 観 察 及 び 測 定 ９ ． 観 察 及 び 測 定
（ １ ）・（ ２ ） （ 略 ） （ １ ）・（ ２ ） （ 略 ）
（ ３ ） 環 境 条 件 の 測 定 （ ３ ） 環 境 条 件 の 測 定

① （ 略 ） ① （ 略 ）
② 各 試 験 区 に お け る 試 験 液 の 水 温 、 溶 存 酸 素 濃 度 、 硬 度 及 び p H ② 各 試 験 区 に お け る 試 験 液 の 水 温 、 溶 存 酸 素 濃 度 、 硬 度 及 び p H
を 測 定 す る 。 ま た 、 暴 露 期 間 中 、 pHは 通 常 の 場 合 1. 5以 上 変 動 し を 測 定 す る 。
て は な ら な い 。

10 （ 略 ） 10 （ 略 ）

11． 報 告 事 項 11． 報 告 事 項
（ １ ） ～ （ ３ ） （ 略 ） （ １ ） ～ （ ３ ） （ 略 ）
（ ４ ） 試 験 結 果 に つ い て （ ４ ） 試 験 結 果 に つ い て

① （ 略 ） ① （ 略 ）
② （ 略 ） ② （ 略 ）
③ 有 効 成 分 濃 度 に 基 づ く E C ５ ０及 び そ の 9 5 %信 頼 限 界 （ 可 能 な 限 り ③ EC ５ ０及 び そ の 95 %信 頼 限 界 （ 可 能 な 限 り 求 め る 。）
求 め る 。）

④ （ 略 ） ④ （ 略 ）
⑤ 有 効 成 分 濃 度 に 基 づ く L O E C及 び N O E C（ こ れ ら の 値 が 求 め ら れ ⑤ L O E C及 び N O E C（ こ れ ら の 値 が 求 め ら れ な か っ た 場 合 は 、 そ の
な か っ た 場 合 は 、 そ の 理 由 を 記 す 。） 理 由 を 記 す 。）

⑥ ～ ⑫ （ 略 ） ⑥ ～ ⑫ （ 略 ）
⑬ そ の 他 の 事 項 ⑬ そ の 他 の 事 項

試 験 液 の 状 態 、 試 験 結 果 に 影 響 を 及 ぼ し た 可 能 性 の あ る 事 項 試 験 液 の 状 態 、 試 験 結 果 に 影 響 を 及 ぼ し た 可 能 性 の あ る 事 項
（ 本 試 験 法 か ら の 逸 脱 等 の 内 容 及 び そ れ が 試 験 結 果 に 影 響 を 及 等
ぼ し た 可 能 性 ） 等

12 （ 略 ） 12 （ 略 ）

魚 類 急 性 毒 性 ・ ミ ジ ン コ 類 急 性 遊 泳 阻 害 共 存 有 機 物 質 影 響 試 験 （ ２ － ７ － 魚 類 急 性 毒 性 ・ ミ ジ ン コ 類 急 性 遊 泳 阻 害 共 存 有 機 物 質 影 響 試 験 （ ２ － ７ －
３ ） ３ ）

１ （ 略 ） １ （ 略 ）

２ ． 定 義 ２ ． 定 義
（ １ ） 死 亡 （ 魚 類 ）： 軽 い 刺 激 に 対 し て 試 験 生 物 の 反 応 が な い こ と を （ １ ） 死 亡 ： 軽 い 刺 激 に 対 し て 試 験 生 物 の 反 応 が な い こ と を い う 。

い う 。 （ ２ ） 遊 泳 阻 害 ： 試 験 容 器 を 軽 く 振 と う し た 後 、 1 5秒 間 全 く 水 中 を 遊
（ ２ ） 遊 泳 阻 害 （ ミ ジ ン コ 類 ）： 試 験 容 器 を 軽 く 振 と う し た 後 、 1 5秒 泳 し な い 場 合 、 遊 泳 阻 害 さ れ た と み な す 。

間 全 く 水 中 を 遊 泳 し な い 場 合 、 遊 泳 阻 害 さ れ た と み な す 。 （ ３ ） ～ （ ５ ） （ 略 ）
（ ３ ） ～ （ ５ ） （ 略 ）
（ 削 る 。） （ ６ ） N O E C（ N o O b s e r v e d E f f e c t C o n c e n t r a t i o n： 最 大 無 影 響 濃 度 ）

： 対 照 区 と 比 べ て 、何 ら 影 響 が 認 め ら れ な い 試 験 最 高 濃 度 を い う 。
（ ６ ） ～ （ 12） （ 略 ） 〔 条 項 移 動 〕 （ ７ ） ～ （ 13） （ 略 ）

３ ． 供 試 生 物 ３ ． 供 試 生 物
（ １ ） 選 択 （ １ ） 選 択

試 験 生 物 種 は 魚 類 の 場 合 は メ ダ カ （ ヒ メ ダ カ ） (Oryzias latipes )、 試 験 生 物 種 は ヒ メ ダ カ (Oryzias latipes )又 は オ オ ミ ジ ン コ (Daphnia
ミ ジ ン コ 類 の 場 合 は オ オ ミ ジ ン コ (Daphnia magna )を 用 い る 。 magna )を 用 い る 。

（ ２ ） 生 物 の 齢 と 状 態 （ ２ ） 生 物 の 齢 と 状 態
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魚 類 で は 稚 魚 を 用 い る 。 試 験 に 用 い る 魚 は 同 一 齢 で 、 そ の 齢 に 魚 類 で は 稚 魚 を 用 い る 。 試 験 に 用 い る 魚 は 同 一 齢 で 、 そ の 齢 に
対 し て 正 常 な 大 き さ と 外 観 を 備 え た 個 体 と す る 。 最 も 大 き な 魚 の 対 し て 正 常 な 大 き さ と 外 観 を 備 え た 個 体 と す る 。 最 も 大 き な 魚 の
全 長 は 最 短 の 個 体 の 2倍 を 超 え て は な ら な い 。 全 長 は 最 短 の も の の 2倍 を 超 え て は い け な い 。
ミ ジ ン コ で は 生 後 2 4時 間 以 内 齢 の 個 体 を 用 い る 。 ま た 、 ば ら つ ミ ジ ン コ で は 生 後 24時 間 以 内 齢 の 個 体 を 用 い る 。

き を 減 ら す た め 、 親 ミ ジ ン コ の １ 回 目 の 産 仔 に よ る も の は 使 用 し 供 試 生 物 は 、 経 歴 （ 入 手 源 、 飼 育 方 法 等 ） の 明 ら か な も の を 用
な い 。 い る 。
供 試 生 物 は 、 経 歴 （ 入 手 源 、 飼 育 方 法 等 ） の 明 ら か な も の を 用

い る 。
（ ３ ） （ 略 ） （ ３ ） （ 略 ）

４ ～ ７ （ 略 ） ４ ～ ７ （ 略 ）

８ ． 環 境 条 件 ８ ． 環 境 条 件
（ １ ） 試 験 材 料 （ １ ） 試 験 材 料

① 構 成 材 料 ① 構 成 材 料
原 液 、 試 験 液 、 又 は 希 釈 水 に 接 触 す る 構 成 材 料 と 装 置 は 、 試 原 液 、 試 験 液 、 又 は 希 釈 水 に 接 触 す る 構 成 材 料 と 装 置 は 、 試

験 結 果 を 変 え る ほ ど の 量 で 水 溶 液 に 浸 出 又 は 溶 解 す る 物 質 を 含 験 結 果 を 変 え る ほ ど の 量 で 水 溶 液 に 浸 出 又 は 溶 解 す る 物 質 を 含
ま な い よ う に す る 。 原 液 や 試 験 液 に 接 触 す る 材 料 や 装 置 は 被 験 ま な い よ う に す る 。 原 液 や 試 験 液 に 接 触 す る 材 料 や 装 置 は 被 験
物 質 の 吸 着 を 最 小 限 に す る よ う に 選 択 す る 。 ま た 、 そ の 材 質 と 物 質 の 吸 着 を 最 小 限 に す る よ う に 選 択 す る 。 ま た 、 そ の 材 質 と
し て で き る だ け 、 ガ ラ ス 、 ス テ ン レ ス 鋼 及 び フ ッ 素 系 樹 脂 を 用 し て で き る だ け 、 ガ ラ ス 、 ス テ ン レ ス 鋼 及 び フ ッ 素 系 プ ラ ス テ
い る よ う に す る 。 ィ ッ ク を 用 い る よ う に す る 。

（ 略 ） （ 略 ）

９ ～ 10（ 略 ） ９ ～ 10（ 略 ）

11． 報 告 事 項 11． 報 告 事 項
（ １ ） ～ （ ３ ） （ 略 ） 〔 条 項 移 動 〕 （ １ ） ～ （ ３ ） （ 略 ）
（ ４ ） 試 験 結 果 に つ い て （ ４ ） 試 験 結 果 に つ い て

① ～ ③ （ 略 ） ① ～ ③ （ 略 ）
（ 削 る 。） ④ NO E C（ N O E Cの 値 が 求 め ら れ な か っ た 場 合 は 、そ の 理 由 を 記 す 。）
④ ～ ⑨ （ 略 ） ⑤ ～ ⑩ （ 略 ）
⑩ そ の 他 の 事 項 ⑪ そ の 他 の 事 項

試 験 液 の 状 態 、 試 験 結 果 に 影 響 を 及 ぼ し た 可 能 性 の あ る 事 項 試 験 液 の 状 態 、 試 験 結 果 に 影 響 を 及 ぼ し た 可 能 性 の あ る 事 項
（ 本 試 験 法 か ら の 逸 脱 等 の 内 容 及 び そ れ が 試 験 結 果 に 影 響 を 及 等
ぼ し た 可 能 性 ） 等

12 （ 略 ） 12 （ 略 ）

ヌマエビ・ヌカエビ急性毒性試験（２－７－４） ヌマエビ・ヌカエビ急性毒性試験（２－７－４）

１ （ 略 ） １ （ 略 ）

２ ． 定 義 ２ ． 定 義
（ １ ）・（ ２ ） （ 略 ） （ １ ）・（ ２ ） （ 略 ）
（ 削 る 。） （ ３ ） N O E C（ N o O b s e r v e d E f f e c t C o n c e n t r a t i o n： 最 大 無 影 響 濃 度 ）

： 対 照 区 と 比 べ て 、何 ら 影 響 が 認 め ら れ な い 試 験 最 高 濃 度 を い う 。
（ ３ ） ～ （ ８ ） （ 略 ） 〔 条 項 移 動 〕 （ ４ ） ～ （ ９ ） （ 略 ）

３ ～ ５ （ 略 ） ３ ～ ５ （ 略 ）
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６ ． 供 試 生 物 数 及 び 試 験 区 の 設 定 ６ ． 供 試 生 物 数 及 び 試 験 区 の 設 定
（ １ ） （ 略 ） （ １ ） （ 略 ）
（ ２ ） 試 験 区 の 設 定 （ ２ ） 試 験 区 の 設 定

① （ 略 ） ① （ 略 ）
② 対 照 区 の 設 定 ② 対 照 区 の 設 定
ア （ 略 ） ア （ 略 ）
イ 試 験 原 液 の 調 製 に 助 剤 を 使 用 し た 場 合 は 、 試 験 濃 度 区 と 同 イ 試 験 原 液 の 調 製 に 助 剤 を 使 用 し た 場 合 は 、 使 用 最 高 濃 度 の
濃 度 の 助 剤 を 含 む 助 剤 対 照 区 を 設 け る 。 助 剤 を 含 む 助 剤 対 照 区 を 設 け る 。

７ ． 試 験 液 の 調 製 ７ ． 試 験 液 の 調 製
（ 略 ） （ 略 ）

（ １ ）・（ ２ ） （ 略 ） （ １ ）・（ ２ ） （ 略 ）
（ ３ ） 助 剤 の 試 験 液 中 濃 度 は 、 原 則 と し て 全 試 験 濃 度 区 で 一 定 と し 、 1 （ ３ ） 助 剤 の 試 験 液 中 濃 度 は 、 10 0 m g /ｌ （ 又 は 0 . 1 m l / l） を 超 え な い

00 m g /ｌ （ 又 は 0 . 1 m l / l） を 超 え な い こ と が 望 ま し い 。 こ と が 望 ま し い 。

８ （ 略 ） ８ （ 略 ）

９ ． 観 察 及 び 測 定 ９ ． 観 察 及 び 測 定
（ １ ） 供 試 生 物 の 一 般 状 態 の 観 察 （ １ ） 供 試 生 物 の 一 般 状 態 の 観 察

暴 露 開 始 後 、 少 な く と も ２ ４ 、 ４ ８ 、 ７ ２ 及 び ９ ６ 時 間 後 に 供 暴 露 開 始 後 、 少 な く と も ２ ４ 、 ４ ８ 、 ７ ２ 及 び ９ ６ 時 間 目 に 供
試 生 物 の 一 般 状 態 を 観 察 し 、 記 録 す る 。 死 亡 個 体 は 速 や か に 試 験 試 生 物 の 一 般 状 態 を 観 察 し 、 記 録 す る 。 死 亡 個 体 は 速 や か に 試 験
液 か ら 取 り 除 く 。 ま た 、 観 察 時 に 脱 皮 が 確 認 さ れ た 場 合 は 記 録 す 液 系 か ら 取 り 除 く 。 ま た 、 観 察 時 に 脱 皮 が 確 認 さ れ た 場 合 は 記 録
る と と も に 殻 を 試 験 液 か ら 取 り 除 く 。 す る と と も に 殻 を 試 験 液 系 か ら 取 り 除 く 。

（ ２ ） 被 験 物 質 濃 度 の 測 定 （ ２ ） 被 験 物 質 濃 度 の 測 定
① 各 試 験 濃 度 区 に お け る 被 験 物 質 の 濃 度 は 少 な く と も 暴 露 開 始 ① 各 試 験 濃 度 区 に お け る 被 験 物 質 の 濃 度 は 少 な く と も 暴 露 開 始
時 、 48時 間 後 、 暴 露 終 了 時 、 換 水 前 及 び 換 水 後 に 測 定 す る 。 時 、 暴 露 終 了 時 、 換 水 前 及 び 換 水 後 に 測 定 す る 。

② （ 略 ） ② （ 略 ）
（ ３ ） （ 略 ） （ ３ ） （ 略 ）

10 （ 略 ） 10 （ 略 ）

11． 報 告 事 項 11． 報 告 事 項
（ １ ） ～ （ ３ ） （ 略 ） （ １ ） ～ （ ３ ） （ 略 ）
（ ４ ） 試 験 結 果 に つ い て （ ４ ） 試 験 結 果 に つ い て

① ・ ② （ 略 ） ① ・ ② （ 略 ）
（ 削 る 。） ③ N O E C（ N O E Cの 値 が 求 め ら れ な か っ た 場 合 は 、 そ の 理 由 を 記 す

こ と 。）
③ ～ ⑦ （ 略 ） 〔 条 項 移 動 〕 ④ ～ ⑧ （ 略 ）
⑧ そ の 他 の 事 項 ⑨ そ の 他 の 事 項

試 験 液 の 状 態 、 試 験 結 果 に 影 響 を 及 ぼ し た 可 能 性 の あ る 事 項 試 験 液 の 状 態 、 試 験 結 果 に 影 響 を 及 ぼ し た 可 能 性 の あ る 事 項
（ 本 試 験 法 か ら の 逸 脱 等 の 内 容 及 び そ れ が 試 験 結 果 に 影 響 を 及 等
ぼ し た 可 能 性 ） 等

12 （ 略 ） 12 （ 略 ）

ヨ コ エ ビ 急 性 毒 性 試 験 （ ２ － ７ － ５ ） ヨ コ エ ビ 急 性 毒 性 試 験 （ ２ － ７ － ５ ）

１ （ 略 ） １ （ 略 ）

２ ． 定 義 ２ ． 定 義
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（ １ ）・（ ２ ）（ 略 ） （ １ ）・（ ２ ）（ 略 ）
（ 削 る 。） （ ３ ） N O E C（ N o O b s e r v e d E f f e c t C o n c e n t r a t i o n： 最 大 無 影 響 濃 度 ）

： 対 照 区 と 比 べ て 、何 ら 影 響 が 認 め ら れ な い 試 験 最 高 濃 度 を い う 。
（ ３ ） ～ （ ８ ）（ 略 ） 〔 条 項 移 動 〕 （ ４ ） ～ （ ９ ）（ 略 ）

３ ～ ５ （ 略 ） ３ ～ ５ （ 略 ）

６ ． 供 試 生 物 数 及 び 試 験 区 の 設 定 ６ ． 供 試 生 物 数 及 び 試 験 区 の 設 定
（ １ ） （ 略 ） （ １ ） （ 略 ）
（ ２ ） 試 験 区 の 設 定 （ ２ ） 試 験 区 の 設 定

① （ 略 ） ① （ 略 ）
② 対 照 区 の 設 定 ② 対 照 区 の 設 定
ア （ 略 ） ア （ 略 ）
イ 試 験 原 液 の 調 製 に 助 剤 を 使 用 し た 場 合 は 、 試 験 濃 度 区 と 同 イ 試 験 原 液 の 調 製 に 助 剤 を 使 用 し た 場 合 は 、 使 用 最 高 濃 度 の
濃 度 の 助 剤 を 含 む 助 剤 対 照 区 を 設 け る 。 助 剤 を 含 む 助 剤 対 照 区 を 設 け る 。

７ ． 試 験 液 の 調 製 ７ ． 試 験 液 の 調 製
（ 略 ） （ 略 ）

（ １ ）・（ ２ ） （ 略 ） （ １ ）・（ ２ ） （ 略 ）
（ ３ ） 助 剤 の 試 験 液 中 濃 度 は 、 原 則 と し て 全 試 験 濃 度 区 で 一 定 と し 、 1 （ ３ ） 助 剤 の 試 験 液 中 濃 度 は 、 10 0 m g /ｌ （ 又 は 0 . 1 m l / l） を 超 え な い

00 m g /ｌ （ 又 は 0 . 1 m l / l） を 超 え な い こ と が 望 ま し い 。 こ と が 望 ま し い 。

８ （ 略 ） ８ （ 略 ）

９ ． 観 察 及 び 測 定 ９ ． 観 察 及 び 測 定
（ １ ） 供 試 生 物 の 一 般 状 態 の 観 察 （ １ ） 供 試 生 物 の 一 般 状 態 の 観 察

暴 露 開 始 後 、 少 な く と も ２ ４ 、 ４ ８ 、 ７ ２ 及 び ９ ６ 時 間 後 に 供 暴 露 開 始 後 、 少 な く と も ２ ４ 、 ４ ８ 、 ７ ２ 及 び ９ ６ 時 間 目 に 供
試 生 物 の 一 般 状 態 を 観 察 し 、 記 録 す る 。 死 亡 個 体 は 速 や か に 試 験 試 生 物 の 一 般 状 態 を 観 察 し 、 記 録 す る 。 死 亡 個 体 は 速 や か に 試 験
液 か ら 取 り 除 く 。 ま た 、 観 察 時 に 脱 皮 が 確 認 さ れ た 場 合 は 記 録 す 液 か ら 取 り 除 く 。 ま た 、 観 察 時 に 脱 皮 が 確 認 さ れ た 場 合 は 記 録 す
る と と も に 殻 を 試 験 液 か ら 取 り 除 く 。 る と と も に 殻 を 試 験 液 か ら 取 り 除 く 。

（ ２ ） 被 験 物 質 濃 度 の 測 定 （ ２ ） 被 験 物 質 濃 度 の 測 定
① 各 試 験 濃 度 区 に お け る 被 験 物 質 の 濃 度 は 少 な く と も 暴 露 開 始 ① 各 試 験 濃 度 区 に お け る 被 験 物 質 の 濃 度 は 少 な く と も 暴 露 開 始
時 、 48時 間 後 、 暴 露 終 了 時 、 換 水 前 及 び 換 水 後 に 測 定 す る 。 時 、 暴 露 終 了 時 、 換 水 前 及 び 換 水 後 に 測 定 す る 。

② （ 略 ） ② （ 略 ）
（ ３ ） （ 略 ） （ ３ ） （ 略 ）

10 （ 略 ） 10 （ 略 ）

11． 報 告 事 項 11． 報 告 事 項
（ １ ） ～ （ ３ ） （ 略 ） （ １ ） ～ （ ３ ） （ 略 ）
（ ４ ） 試 験 結 果 に つ い て （ ４ ） 試 験 結 果 に つ い て

① ・ ② （ 略 ） ① ・ ② （ 略 ）
（ 削 る 。） ③ N O E C（ N O E Cの 値 が 求 め ら れ な か っ た 場 合 は 、 そ の 理 由 を 記 す

こ と 。）
③ ～ ⑦ （ 略 ） ④ ～ ⑧ （ 略 ）
⑧ そ の 他 の 事 項 ⑨ そ の 他 の 事 項

試 験 液 の 状 態 、 試 験 結 果 に 影 響 を 及 ぼ し た 可 能 性 の あ る 事 項 試 験 液 の 状 態 、 試 験 結 果 に 影 響 を 及 ぼ し た 可 能 性 の あ る 事 項
（ 本 試 験 法 か ら の 逸 脱 等 の 内 容 及 び そ れ が 試 験 結 果 に 影 響 を 及 等
ぼ し た 可 能 性 ） 等
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1 2 （ 略 ） 12 （ 略 ）

ユ ス リ カ 幼 虫 急 性 毒 性 試 験 （ ２ － ７ － ６ ） ユ ス リ カ 幼 虫 急 性 毒 性 試 験 （ ２ － ７ － ６ ）

１ （ 略 ） １ （ 略 ）

２ ． 定 義 ２ ． 定 義
（ １ ）・（ ２ ） （ 略 ） （ １ ）・（ ２ ） （ 略 ）
（ 削 る 。） （ ３ ） NO E C（ N o O b s e r v e d E f f e c t C o n c e n t r a t i o n： 最 大 無 影 響 濃 度 ）

： 対 照 区 と 比 べ て 、何 ら 影 響 が 認 め ら れ な い 試 験 最 高 濃 度 を い う 。
（ ３ ） ～ （ ８ ） （ 略 ） （ ４ ） ～ （ ９ ） （ 略 ）

３ ～ ５ （ 略 ） ３ ～ ５ （ 略 ）

６ ． 供 試 生 物 数 及 び 試 験 区 の 設 定 ６ ． 供 試 生 物 数 及 び 試 験 区 の 設 定
（ １ ） （ 略 ） （ １ ） （ 略 ）
（ ２ ） 試 験 区 の 設 定 （ ２ ） 試 験 区 の 設 定

① （ 略 ） ① （ 略 ）
② 対 照 区 の 設 定 ② 対 照 区 の 設 定
ア （ 略 ） ア （ 略 ）
イ 試 験 原 液 の 調 製 に 助 剤 を 使 用 し た 場 合 は 、 試 験 濃 度 区 と 同 イ 試 験 原 液 の 調 製 に 助 剤 を 使 用 し た 場 合 は 、 使 用 最 高 濃 度 の
濃 度 の 助 剤 を 含 む 助 剤 対 照 区 を 設 け る 。 助 剤 を 含 む 助 剤 対 照 区 を 設 け る 。

７ ． 試 験 液 の 調 製 ７ ． 試 験 液 の 調 製
（ 略 ） （ 略 ）

（ １ ）・（ ２ ） （ 略 ） （ １ ）・（ ２ ） （ 略 ）
（ ３ ） 助 剤 の 試 験 液 中 濃 度 は 、 原 則 と し て 全 試 験 濃 度 区 で 一 定 と し 、 1 （ ３ ） 助 剤 の 試 験 液 中 濃 度 は 、 10 0 m g /ｌ （ 又 は 0 . 1 m l / l） を 超 え な い

00 m g /ｌ （ 又 は 0 . 1 m l / l） を 超 え な い こ と が 望 ま し い 。 こ と が 望 ま し い 。

８ ．（ 略 ） ８ ．（ 略 ）

９ ． 観 察 及 び 測 定 ９ ． 観 察 及 び 測 定
（ １ ） 供 試 生 物 の 一 般 状 態 の 観 察 （ １ ） 供 試 生 物 の 一 般 状 態 の 観 察

暴 露 開 始 後 2 4時 間 後 及 び 4 8時 間 後 に お け る 死 亡 の 有 無 に つ い て 暴 露 開 始 後 2 4時 間 目 及 び 4 8時 間 目 に お け る 死 亡 の 有 無 に つ い て
観 察 し 記 録 す る 。 観 察 し 記 録 す る 。
ま た 、 対 照 区 と 比 較 し て 有 意 な 活 動 度 の 低 下 、 体 色 変 化 及 び 体 ま た 、 対 照 区 と 比 較 し て 有 意 な 活 動 度 の 低 下 、 体 色 変 化 及 び 体

の 萎 縮 等 の 症 状 が 観 察 さ れ た 場 合 に は 記 録 す る の が 望 ま し い 。 の 萎 縮 等 の 症 状 が 観 察 さ れ た 場 合 に は 記 録 す る の が 望 ま し い 。
（ 略 ） （ 略 ）

10．（ 略 ） 10．（ 略 ）

11． 報 告 事 項 11． 報 告 事 項
（ １ ） ～ （ ３ ） （ 略 ） （ １ ） ～ （ ３ ） （ 略 ）
（ ４ ） 試 験 結 果 に つ い て （ ４ ） 試 験 結 果 に つ い て

① 有 効 成 分 濃 度 に 基 づ く L C 5 0及 び そ の 9 5％ 信 頼 限 界 (可 能 で あ れ ① LC 50及 び そ の 95％ 信 頼 限 界 (可 能 で あ れ ば 各 観 察 時 間 の も の )
ば 各 観 察 時 間 の も の )

② （ 略 ） ② （ 略 ）
（ 削 る 。） ③ N O E C（ N O E Cの 値 が 求 め ら れ な か っ た 場 合 は 、 そ の 理 由 を 記 す

こ と 。）
③ ～ ⑦ （ 略 ） ④ ～ ⑧ （ 略 ）



- 21 -

⑧ そ の 他 の 事 項 ⑨ そ の 他 の 事 項
試 験 液 の 状 態 、 試 験 結 果 に 影 響 を 及 ぼ し た 可 能 性 の あ る 事 項 試 験 液 の 状 態 、 試 験 結 果 に 影 響 を 及 ぼ し た 可 能 性 の あ る 事 項

（ 本 試 験 法 か ら の 逸 脱 等 の 内 容 及 び そ れ が 試 験 結 果 に 影 響 を 及 等
ぼ し た 可 能 性 ） 等

12 （ 略 ） 12 （ 略 ）

藻 類 生 長 阻 害 試 験 （ ２ － ７ － ７ ） 藻 類 生 長 阻 害 試 験 （ ２ － ７ － ７ ）

１ （ 略 ） １ （ 略 ）

２ ． 定 義 ２ ． 定 義
（ １ ） 生 物 量 （ B i o m a s s）： 単 位 体 積 当 た り の 生 物 の 乾 燥 重 量 を い う 。 （ １ ） 細 胞 濃 度 ： １ ml当 た り の 細 胞 数 を い う 。

た だ し 、 細 胞 濃 度 な ど の 生 物 量 の 代 替 と な る パ ラ メ ー タ を い う
こ と も あ る 。

（ 削 る ） （ ２ ） 生 長 ： 試 験 期 間 を 通 じ て の 細 胞 濃 度 の 増 加 を い う 。
（ ２ ） 生 長 速 度 ： 生 物 量 の 自 然 対 数 の 単 位 時 間 （ 日 ） 当 た り の 増 加 分 （ ３ ） 生 長 速 度 ： 単 位 時 間 当 た り の 細 胞 濃 度 の 増 加 を い う 。

を い う 。 （ ４ ） E C ５ ０（ M e d i a n E f f e c t C o n c e n t r a t i o n： 半 数 生 長 阻 害 濃 度 ）：
（ ３ ） E C ５ ０（ M e d i a n E f f e c t C o n c e n t r a t i o n： 半 数 生 長 阻 害 濃 度 ）： 対 照 区 と 比 べ て 50％ 生 長 阻 害 さ れ る 試 験 濃 度 を い う 。

対 照 区 と 比 べ て 供 試 生 物 の 生 長 が 5 0％ 阻 害 さ れ る 被 験 物 質 の 濃 度 （ ５ ） ～ （ ８ ） （ 略 ）
を い う 。

（ ４ ） ～ （ ７ ） （ 略 ）

３ ． 供 試 生 物 ３ ． 供 試 生 物
（ １ ） 生 物 種 （ １ ） 生 物 種

① Pseudokirchneriella subcapitata（ 旧 学 名 ： Selenastrum capricornutum） を 用 い ① Pseudokirchneriella subcapitata（ 旧 学 名 ： Selenastrum capricornutum） を 用 い
る こ と が 望 ま し い 。 た だ し 、 培 養 及 び 試 験 に 都 合 が よ く 、 試 験 る こ と が 望 ま し い 。 た だ し 、 培 養 及 び 試 験 に 都 合 が よ く 、 生 長
の 妥 当 性 を 満 た す 場 合 は 、 下 記 に 掲 げ る 種 そ の 他 の 種 及 び 株 を が 速 い も の で あ れ ば 、 下 記 に 掲 げ る 種 そ の 他 の 種 及 び 株 を 用 い
用 い て も よ い 。 て も よ い 。
ア Pseudokirchneriella subcapitata（ Ａ Ｔ Ｃ Ｃ 22 6 6 2株 ） ア Pseudokirchneriella subcapitata（ Ａ Ｔ Ｃ Ｃ 22 6 6 2株 ）
イ Desmodesmus subspicatus（ 旧 学 名 ： Scenedesmus subspicatus）（ 86 . 8 1 Ｓ イ Scenedesmus subspicatus（ 86 . 8 1 Ｓ Ａ Ｇ 株 ）
Ａ Ｇ 株 ）

ウ Chlorella vulgaris（ Ｃ Ｃ Ａ Ｐ 21 1 / 1 1 b株 ）
② （ 略 ） ② （ 略 ）

（ ２ ） （ 略 ） （ ２ ） （ 略 ）
（ ３ ） 初 期 生 物 量 （ ３ ） 初 期 細 胞 濃 度

初 期 生 物 量 は 0. 5 m g / Lを 超 え な い も の と し 、 Pseudokirchneriella subcapitata 試 験 培 地 の 初 期 細 胞 濃 度 は 、 約 10 ４ c e l l s /ｍ ｌ が 適 当 で あ る 。
の 推 奨 株 を 用 い る 場 合 、 試 験 培 地 の 初 期 細 胞 濃 度 は 、 5× 1 0 3～
１ × 10 ４ c e l l s / m lが 適 当 で あ る 。

４ ． 暴 露 方 法 ４ ． 暴 露 方 法
被 験 物 質 を 含 む 培 地 で 処 理 す る 方 式 を 用 い 、 振 と う 培 養 を 行 う 。 被 験 物 質 を 含 む 培 地 で 処 理 す る 方 式 を 用 い 、 振 と う 又 は 静 置 培 養

を 行 う 。

５ ． 暴 露 期 間 ５ ． 暴 露 期 間
原 則 と し て 72時 間 と す る 。 72時 間 と す る 。 た だ し 、 96時 間 ま で 延 長 す る こ と が で き る 。

６ ． 試 験 区 の 設 定 ６ ． 試 験 区 の 設 定
（ １ ） 試 験 濃 度 区 の 設 定 （ １ ） 試 験 濃 度 区 の 設 定

① （ 略 ） ① （ 略 ）
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② 試 験 濃 度 及 び 濃 度 公 比 は 、 予 備 試 験 の 結 果 か ら 定 め る 。 公 比 ② 試 験 濃 度 及 び 濃 度 公 比 は 、 予 備 試 験 の 結 果 か ら 定 め る 。
は 3. 2を 超 え な い こ と が 望 ま し い 。 ③ 濃 度 範 囲 に は 、 供 試 藻 類 の 生 長 が ほ と ん ど 阻 害 さ れ る 濃 度 と

③ 濃 度 範 囲 に は 、 供 試 藻 類 の 生 長 が 7 5％ 以 上 阻 害 さ れ る 濃 度 と 全 く 阻 害 さ れ な い 濃 度 を 少 な く と も そ れ ぞ れ １ 濃 度 ず つ 、 藻 類
全 く 阻 害 さ れ な い 濃 度 を 少 な く と も そ れ ぞ れ １ 濃 度 ず つ 、 藻 類 の 生 長 が 一 部 阻 害 さ れ る 濃 度 が 少 な く と も ２ 濃 度 含 ま れ る こ と
の 生 長 が 一 部 阻 害 さ れ る 濃 度 が 少 な く と も ２ 濃 度 含 ま れ る こ と が 望 ま し い 。
が 望 ま し い 。 （ ２ ） 対 照 区 の 設 定

（ ２ ） 対 照 区 の 設 定 ① （ 略 ）
① （ 略 ） ② 試 験 培 地 の 調 製 に 助 剤 を 使 用 し た 場 合 は 、 使 用 最 高 濃 度 の 助
② 試 験 培 地 の 調 製 に 助 剤 を 使 用 し た 場 合 は 、 試 験 濃 度 区 と 同 濃 剤 を 含 む 助 剤 対 照 区 を 設 け る 。
度 の 助 剤 を 含 む 助 剤 対 照 区 を 設 け る 。 （ ３ ） 試 験 区 の 連 数

（ ３ ） 試 験 区 の 連 数 試 験 は 、 各 濃 度 区 及 び 対 照 区 と も ３ 連 で 行 う 。
各 試 験 濃 度 区 は ３ 連 以 上 と し 、 対 照 区 （ 助 剤 を 使 用 し た 場 合 は 、
助 剤 対 照 区 ） に つ い て は 試 験 濃 度 区 の ２ 倍 の 連 数 が 望 ま し い 。

７ ． 試 験 培 地 の 調 製 方 法 ７ ． 試 験 培 地 の 調 製 方 法
（ 略 ） （ 略 ）

（ １ ） 原 体 を 被 験 物 質 と し て 用 い る 場 合 （ １ ） 原 体 を 被 験 物 質 と し て 用 い る 場 合
① （ 略 ） ① （ 略 ）
② 難 水 溶 性 原 体 の 場 合 は 、 以 下 の い ず れ か の 方 法 に よ り 試 験 培 ② 難 水 溶 性 原 体 の 場 合 は 、 以 下 の い ず れ か の 方 法 に よ り 試 験 培
地 を 調 製 す る 。 地 を 調 製 す る 。
ア 被 験 物 質 を 有 機 溶 剤 等 の 助 剤 に 溶 か し た 試 験 原 液 を 用 い て ア 被 験 物 質 を 有 機 溶 剤 等 の 助 剤 に 溶 か し た 試 験 原 液 を 用 い て
試 験 培 地 を 調 製 す る 。 こ の 場 合 、 助 剤 は 、 試 験 生 物 に 対 し て 試 験 培 地 を 調 製 す る 。 こ の 場 合 、 助 剤 は 、 試 験 生 物 に 対 し て
毒 性 が 弱 く 使 用 濃 度 で 供 試 生 物 に 対 し て 有 害 性 が 認 め ら れ ず 、 毒 性 が 弱 く 使 用 濃 度 で 供 試 生 物 に 対 し て 有 害 性 が 認 め ら れ ず 、
か つ 、 被 験 物 質 の 性 質 を 変 え な い も の を 用 い る 。 か つ 、 被 験 物 質 の 性 質 を 変 え な い も の を 用 い る 。
助 剤 の 試 験 液 中 濃 度 は 、 原 則 と し て 全 試 験 濃 度 区 で 一 定 と 助 剤 の 試 験 液 中 濃 度 は 、 10 0 m g / l（ 又 は 0 . 1 m l / l )を 超 え な い

し 、 10 0 m g / l（ 又 は 0 . 1 m l / l )を 超 え な い こ と が 望 ま し い 。 こ と が 望 ま し い 。
イ （ 略 ） イ （ 略 ）

（ ２ ） （ 略 ） （ ２ ） （ 略 ）

８ ． 環 境 条 件 ８ ． 環 境 条 件
（ １ ） 培 養 方 法 （ １ ） 培 養 方 法

① 無 菌 培 養 と す る 。 ① 無 菌 培 養 と す る 。
② 暴 露 期 間 中 は 試 験 培 地 を 懸 濁 状 態 に 保 つ と と も に 、 通 気 を 促 ② 試 験 期 間 中 は 試 験 培 地 を 懸 濁 状 態 に 保 つ と と も に 、 通 気 を 促
進 す る た め 、 試 験 容 器 を 振 と う 又 は 撹 拌 す る 。 進 す る た め 、 試 験 容 器 を 振 と う 又 は 撹 拌 す る こ と が 望 ま し い 。

静 置 培 養 で 行 う 場 合 に は 、 少 な く と も １ 日 に ２ 回 振 と う す る 。
（ ２ ） 培 養 温 度 （ ２ ） 培 養 温 度

設 定 温 度 は 2 1～ 2 4℃ と し 、 暴 露 期 間 中 の 変 動 範 囲 は ± ２ ℃ 以 内 と 設 定 温 度 は 2 1～ 2 5℃ と し 、 試 験 期 間 中 の 変 動 範 囲 は ± ２ ℃ 以 内 と
す る 。 す る 。

（ ３ ） 照 明 （ ３ ） 照 明
連 続 的 に 均 一 照 射 す る こ と と し 、 Pseudokirchneriella subcapitata の 推 奨 株 4 0 0～ 7 0 0 n mの ス ペ ク ト ル 幅 で 連 続 的 に 均 一 照 射 し 、 液 面 付 近 で

を 用 い る 場 合 、 液 面 付 近 で 波 長 40 0～ 7 0 0 n mの 測 定 範 囲 で 60～ 1 2 0μ E / 4 0 0 0 l u x程 度 の 照 度 が 望 ま し い 。
m 2/ s（ 4 4 4 0～ 8 8 8 0 l u x） 程 度 の 照 度 が 望 ま し い 。

（ ４ ） 培 地 （ ４ ） 培 地
① 培 地 の 種 類 ① 培 地 の 種 類

OE C D培 地 （ OE C D ﾃ ｽ ﾄ ｶ ﾞ ｲ ﾄ ﾞ ﾗ ｲ ﾝ 2 0 1 F r e s h w a t e r A l g a a n d O E C D培 地 （ O E C D ﾃ ｽ ﾄ ｶ ﾞ ｲ ﾄ ﾞ ﾗ ｲ ﾝ 2 0 1 A l g a、 G r o w t h I n h i b i t i o n
C y a n o b a c t e r i a， G r o w t h I n h i b i t i o n T e s t ( 2 0 0 6 ) )又 は A A P ( A G P） T e s t ( 1 9 8 4 ) )又 は A A P ( A G P） 培 地 ( U . S . E P A : A l g a A s s a y
培 地 (U . S . E P A : A l g a A s s a y P r o c e d u r e : B o t t l e T e s t， N a t i o n a l P r o c e d u r e : B o t t l e T e s t、 N a t i o n a l E n v a i r o n m e n t a l R s e a r c h
E n v i r o n m e n t a l R e s e a r c h C e n t e r， C o r v a l l i s， O r e g o n ( 1 9 7 1 ) )を C e n t e r、 C o r v a l l i s、 O r e g o n ( 1 9 7 1 ) )を 用 い る こ と が 望 ま し い 。
用 い る こ と が 望 ま し い 。 ② 培 地 の 量

② 培 地 の 量 培 地 の 量 は 、 細 胞 濃 度 の 測 定 法 及 び 被 験 物 質 濃 度 の 測 定 法 に
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１ 容 器 当 た り の 培 地 の 量 は 、 生 物 量 の 測 定 法 及 び 被 験 物 質 濃 よ り 異 な る が 、 10 0 m l程 度 が 望 ま し い 。
度 の 測 定 法 に よ り 異 な る が 、 10 0 m l程 度 が 望 ま し い 。

９ ． 観 察 及 び 測 定 ９ ． 観 察 及 び 測 定
（ １ ） 生 物 量 の 測 定 （ １ ） 細 胞 濃 度 の 測 定

個 々 の 試 験 容 器 中 の 生 物 量 は 、 暴 露 開 始 後 2 4時 間 間 隔 で 暴 露 終 個 々 の 試 験 容 器 中 の 細 胞 濃 度 は 、 暴 露 開 始 後 2 4時 間 間 隔 で 暴 露 終
了 時 ま で 測 定 す る 。ま た 、外 見 の 異 常 が 見 ら れ た 場 合 に は 記 録 す る 。 了 時 ま で 測 定 す る 。

（ ２ ） 被 験 物 質 濃 度 の 測 定 （ ２ ） 被 験 物 質 濃 度 の 測 定
① （ 略 ） ① （ 略 ）
② 被 験 物 質 濃 度 区 ご と に 各 容 器 か ら 試 験 液 を 等 量 採 取 し て 混 合 ② 被 験 物 質 濃 度 区 ご と に 各 容 器 か ら 試 験 液 を 等 量 採 取 し 、 混 和
し 、 測 定 用 試 料 に 供 す る 。 繰 り 返 し 間 に 差 が な い と 予 想 さ れ る 後 、 測 定 用 試 料 に 供 す る 。
場 合 に は 、 １ 容 器 か ら 採 取 し て も よ い 。 繰 り 返 し 間 に 差 が な い
と 予 想 さ れ る 場 合 と し て 、 試 験 開 始 時 に 同 じ 調 製 液 か ら 分 配 し
て い る 場 合 、 試 験 終 了 時 に 藻 類 濃 度 （ 阻 害 率 ） が ほ ぼ 同 じ 場 合
が 該 当 す る 。 な お 、 繰 り 返 し 間 で 藻 類 濃 度 （ 阻 害 率 ） が 著 し く
異 な る 場 合 は 、 容 器 毎 に 測 定 す る 。 ま た 、 分 析 上 必 要 が あ る 場
合 、分 析 の た め に 別 の 容 器 の 試 験 液 を 用 い て も よ い 。こ の 場 合 、
試 験 液 と 全 く 同 じ 条 件 で 処 理 す る 。

（ ３ ） 環 境 条 件 の 測 定 （ ３ ） 環 境 条 件 の 測 定
① 各 試 験 区 （ 試 験 濃 度 区 、 対 照 区 ） に つ い て 、 試 験 培 地 の 水 温 ① 各 試 験 区 （ 試 験 濃 度 区 、 対 照 区 ） の １ 容 器 に つ い て 、 試 験 培
及 び ｐ Hを 測 定 す る 。 地 の 水 温 及 び ｐ Hを 測 定 す る 。

② （ 略 ） ② （ 略 ）

10． 結 果 の 処 理 法 10． 結 果 の 処 理 法
（ １ ） 濃 度 － 阻 害 率 の 算 出 法 （ １ ） 濃 度 － 阻 害 率 の 算 出 法

試 験 濃 度 区 と 対 照 区 の 生 物 量 を 測 定 時 間 と 被 験 物 質 の 濃 度 と と も 試 験 濃 度 区 と 対 照 区 の 細 胞 濃 度 は 測 定 時 間 と 被 験 物 質 （ 原 体 を 被
に 表 に す る 。 そ れ ぞ れ の 試 験 濃 度 区 と 対 照 区 の 生 物 量 の 平 均 値 を 時 験 物 質 と し て 用 い た 場 合 は 実 測 値 ） の 濃 度 と と も に 表 に す る 。 そ れ
間 に 対 し て プ ロ ッ ト し 生 長 曲 線 を 描 く 。 速 度 法 を 用 い て 各 濃 度 で の ぞ れ の 試 験 濃 度 区 と 対 照 区 の 細 胞 数 の 平 均 値 を 時 間 に 対 し て プ ロ ッ
生 長 阻 害 率 を 計 算 す る 。 ト し 生 長 曲 線 を 描 く 。 面 積 法 及 び 速 度 法 を 用 い て 各 濃 度 で の 生 長 阻

（ ２ ） EC ５ ０の 算 定 害 率 を 計 算 す る 。
各 濃 度 に お け る 生 長 阻 害 率 の 結 果 か ら 、 一 般 的 に 用 い ら れ る 手 法 （ ２ ） EC ５ ０の 算 定

を 用 い て EC ５ ０を 算 定 す る 。 各 濃 度 に お け る 生 長 阻 害 率 の 結 果 か ら 、 一 般 的 に 用 い ら れ る 手 法
（ ３ ） 被 験 物 質 濃 度 の 測 定 値 が 設 定 濃 度 か ら ± 2 0％ 以 上 変 動 し て い る を 用 い て EC ５ ０を 算 定 す る 。

場 合 は 、 測 定 濃 度 の 平 均 値 に 基 づ き EC ５ ０を 算 定 す る 。

11 （ 略 ） 11 （ 略 ）

12． 報 告 事 項 12． 報 告 事 項
（ １ ） ～ （ ３ ） （ 略 ） （ １ ） ～ （ ３ ） （ 略 ）
（ ４ ） 試 験 結 果 に つ い て （ ４ ） 試 験 結 果 に つ い て

① E C ５ ０（ 原 体 を 被 験 物 質 と し て 用 い た 場 合 は 、 有 効 成 分 濃 度 に ① EC ５ ０及 び そ の 95％ 信 頼 限 界 (可 能 で あ れ ば 各 観 察 時 間 の も の )
基 づ く E C ５ ０） 及 び そ の 95％ 信 頼 限 界

② EC ５ ０の 算 定 方 法 ② EC ５ ０の 算 定 方 法
③ N O E C（ 原 体 を 被 験 物 質 と し て 用 い た 場 合 は 、 有 効 成 分 濃 度 に ③ NO E C（ N O E Cの 値 が 求 め ら れ な か っ た 場 合 は そ の 理 由 を 記 す 。）
基 づ く N O E C 。 ６ ．（ １ ） ② で 設 定 し た 試 験 濃 度 区 か ら N O E C の 値
が 求 め ら れ た 場 合 の み 。）

④ 各 観 察 時 間 に お け る 各 試 験 区 の 生 物 量 （ 細 胞 濃 度 等 ） 及 び そ ④ 各 観 察 時 間 に お け る 各 試 験 区 の 細 胞 濃 度 及 び そ の 平 均 値
の 平 均 値

⑤ 生 物 量 の 測 定 方 法 ⑤ 細 胞 の 計 数 方 法
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⑥ ～ ⑩ （ 略 ） ⑥ ～ ⑩ （ 略 ）
⑪ そ の 他 の 事 項 ⑪ そ の 他 の 事 項

試 験 液 の 状 態 、 試 験 結 果 に 影 響 を 及 ぼ し た 可 能 性 の あ る 事 項 試 験 液 の 状 態 、 試 験 結 果 に 影 響 を 及 ぼ し た 可 能 性 の あ る 事 項
（ 本 試 験 法 か ら の 逸 脱 等 の 内 容 及 び そ れ が 試 験 結 果 に 影 響 を 及 等
ぼ し た 可 能 性 ） 等

13． 試 験 の 妥 当 性 13． 試 験 の 妥 当 性
（ １ ） 対 照 区 の 生 物 量 は 、 試 験 開 始 7 2時 間 後 に お い て 、 試 験 開 始 時 に 対 照 区 の 細 胞 濃 度 は 、 試 験 開 始 後 7 2時 間 目 に お い て 、 試 験 開 始 時 に
お け る 生 物 量 の 16倍 以 上 に 増 加 し て い な け れ ば な ら な い 。 け る 細 胞 濃 度 の 16倍 以 上 に 増 加 し な け れ ば な ら な い 。

（ ２ ） 対 照 区 に お い て 、 各 繰 り 返 し 毎 に 各 日 （ ０ ～ １ 日 、 １ ～ ２ 日 、
２ ～ ３ 日 ） に つ い て 求 め た 生 長 速 度 の 変 動 係 数 を 算 出 す る 。 こ れ ら
の 変 動 係 数 の 平 均 値 が 35％ を 超 え て は な ら な い 。

（ ３ ） 対 照 区 に お い て 、 各 繰 り 返 し 毎 に 試 験 期 間 中 （ ０ ～ ３ 日 ） の 平
均 生 長 速 度 を 求 め 、 そ の 変 動 係 数 が ７ ％ を 超 え て は な ら な い 。

水 産 動 植 物 以 外 の 有 用 生 物 へ の 影 響 に 関 す る 試 験 （ ２ － ８ － １ ～ ４ ） 水 産 動 植 物 以 外 の 有 用 生 物 へ の 影 響 に 関 す る 試 験 （ ２ － ８ － １ ～ ４ ）
（ 略 ） （ 略 ）

有 効 成 分 の 性 状 、安 定 性 、分 解 性 等 に 関 す る 試 験 成 績 （ ２ － ９ － １ ～ １ ７ ） 有 効 成 分 の 性 状 、安 定 性 、分 解 性 等 に 関 す る 試 験 成 績 （ ２ － ９ － １ ～ １ ６ ）

１ （ 略 ） １ （ 略 ）

２ ． 試 験 成 績 の 具 体 的 な 内 容 等 ２ ． 試 験 成 績 の 具 体 的 な 内 容 等
（ １ ） ～ (1 6） （ 略 ） （ １ ） ～ (1 6） （ 略 ）
（ 1 7） 生 物 濃 縮 性 試 験 （ 魚 類 濃 縮 性 試 験 ）（ ２ － ９ － １ ７ ）

① 定 義
ア ． 生 物 濃 縮 ： 生 物 中 又 は そ の 体 表 面 又 は 特 定 組 織 の 被 験 物 質
濃 度 が 、 環 境 中 媒 体 中 の そ れ に 比 し て 増 大 す る こ と を い う 。

イ ． 濃 縮 倍 率 ： 取 込 期 間 の あ る 任 意 の 時 間 の 農 薬 の 魚 体 中 濃 度
と 水 中 濃 度 の 比 を い う

ウ ． 定 常 状 態 ： ４ ８ 時 間 以 上 の 間 隔 で 連 続 し た ３ 回 の 測 定 に お
け る 濃 縮 倍 率 の 変 動 が ２ ０ ％ 以 内 に な っ た 状 態 を い う 。

エ ．取 込 期 間 ： 試 験 魚 が 被 験 物 質 に 暴 露 さ れ て い る 期 間 を い う 。
オ ． 排 泄 期 間 ： 被 験 物 質 を 含 む 試 験 液 か ら こ れ を 含 ま な い 試 験
液 に 魚 を 移 し た 後 に 、 魚 体 又 は 特 定 の 組 織 か ら 被 験 物 質 が 排
泄 さ れ る 程 度 を 調 べ る 期 間 を い う 。

カ ． 被 験 物 質 ： 試 験 に 用 い る 農 薬 の 原 体 を い う 。
キ ． 試 験 物 質 ： 試 験 に 用 い る 被 験 物 質 及 び 基 準 物 質 を い う 。
ク ． 流 水 式 試 験 ： 連 続 的 に 試 験 液 を 供 給 す る 方 式 で 行 う 試 験 を
い う 。

ケ ． 半 止 水 式 試 験 ： 一 定 期 間 ご と 試 験 液 を 容 器 ご と に 交 換 す る
方 式 で 行 う 試 験 を い う 。

② 試 験 生 物
ア ． 生 物 種

試 験 魚 は , 別 表 の 魚 種 の 中 か ら 選 択 す る 。
イ ． 順 化
（ ア ） 供 試 魚 は 、 試 験 に 供 す る 1 4日 前 ま で に は 入 手 し , 維 持 し

な け れ ば な ら な い 。
（ イ ） 必 要 に 応 じ て , 入 手 時 に 薬 浴 を 行 う 。
（ ウ ） 供 試 魚 は 、 試 験 に 供 す る 前 の 少 な く と も 14日 間 は 、 試 験
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時 に お け る 環 境 条 件 （ 水 質 等 ） と 同 様 の 条 件 下 で 順 化 し な
け れ ば な ら な い 。

（ エ ） 餌 は 少 な く と も 週 に 5回 与 え る 。
（ オ ）以 下 に 掲 げ る 基 準 に よ り 順 化 を 行 い 、死 亡 率 を 記 録 す る 。

ａ ． 順 化 開 始 後 ２ 日 間 の 安 定 期 間 に 続 く ７ 日 間 の 死 亡 率 が
群 の 個 体 数 の 10 %を 越 え た 場 合 に は 、 当 該 群 は 廃 棄 す る 。

ｂ ． 群 の 死 亡 率 が 5～ 1 0 %の 場 合 , さ ら に 7 日 間 順 化 を 継 続
し 、 群 の 死 亡 率 が ５ ％ 以 上 の 場 合 は 、 当 該 群 を 廃 棄 す る
か 、 死 亡 率 が ５ ％ 未 満 に な る ま で 順 化 を 継 続 す る 。

ｃ ． 群 の 死 亡 率 が 5 %未 満 の 場 合 に お い て 当 該 群 の 魚 類 を 試
験 に 供 す る も の と す る 。

③ 暴 露 方 法
原 則 と し て 流 水 式 に よ り 試 験 を 行 う 。 た だ し 、 流 水 式 が 不 可

能 な 場 合 （ 試 験 生 物 に 有 害 な 影 響 を 与 え る 場 合 ） に は 、 半 止 水
式 を 使 用 し て も よ い 。

④ 試 験 期 間
ア ． 試 験 期 間 は 取 込 期 間 と 排 泄 期 間 （ 濃 縮 倍 率 を Ｂ Ｃ Ｆ ｋ で 求
め る 場 合 等 ） を 設 け る 。

イ ． 取 込 期 間 は 、 2 8日 間 又 は 定 常 状 態 に 達 す る ま で と す る 。 も
し 、 2 8日 間 で 定 常 状 態 に 達 し な い 場 合 は 期 間 を 延 長 し , 定 常
状 態 に 達 す る ま で , 或 い は 6 0日 間 と し , い ず れ か 短 い 方 を 採
用 す る 。

ウ ． 排 泄 期 間 は 、 定 常 状 態 に お け る 魚 体 中 の 被 験 物 質 濃 度 の 95 %
以 上 排 泄 さ れ る ま で の 期 間 と す る 。

⑤ 試 験 区 の 設 定
ア ． 試 験 濃 度 区 の 設 定
（ ア ） 少 な く と も ２ 濃 度 区 を 設 け る 。
（ イ ） 試 験 濃 度 は 、 急 性 毒 性 試 験 等 の L C ５ ０の 1 / 1 0 0以 下 を 最 高

濃 度 の 目 安 と し 、 用 い る 分 析 法 に お い て 分 析 が 可 能 な 限 り
低 い ２ 濃 度 区 を 設 定 す る 。

（ ウ ） 原 則 と し て 低 濃 度 区 は 高 濃 度 区 の 1 / 1 0の 濃 度 と す る 。 た
だ し 、 低 濃 度 区 が 、 分 析 の 検 出 限 界 か ら 判 断 し て 測 定 不 可
能 で あ れ ば 、 濃 度 比 を 1/ 1 0よ り 大 き く し て も よ い 。

（ エ ） 設 定 す る 濃 度 が 、 検 出 限 界 か ら 判 断 し て 測 定 不 能 で あ れ
ば 、放 射 性 同 位 元 素 で 標 識 し た 被 験 物 質 を 使 用 し て も よ い 。

（ オ ） 試 験 濃 度 は 、 被 験 物 質 の 水 溶 解 度 を 上 ま わ ら な い こ と が
望 ま し い 。

イ ． 対 照 区
（ ア ）対 照 と し て 、被 験 物 質 を 含 ま な い 無 処 理 対 照 区 を 設 け る 。
（ イ ） 試 験 液 の 調 製 に 助 剤 を 使 用 し た 場 合 は , 使 用 最 高 濃 度 の

助 剤 を 含 む 助 剤 対 照 区 を 設 け る 。 魚 へ の 影 響 が な い こ と が
明 ら か な 助 剤 を 使 用 し た 場 合 は 無 処 理 対 照 区 ま た は 助 剤 対
照 区 の ど ち ら か を 設 け る 。

⑥ 試 験 液 の 調 製
ア ．易 水 溶 性 原 体 の 場 合 は , 希 釈 水 に 溶 解 し て 試 験 原 液 と す る 。
イ ． 難 水 溶 性 原 体 の 場 合 は , 機 械 的 な 分 散 に よ る か , 有 機 溶 剤 ,
乳 化 剤 , 分 散 剤 等 の 助 剤 を 用 い て 試 験 原 液 を 調 製 す る 。 用 い
る 助 剤 は , 試 験 生 物 に 対 し て 毒 性 が 弱 く , 使 用 濃 度 で 試 験 生
物 に 対 し て 有 害 性 が 認 め ら れ ず , か つ 被 験 物 質 の 性 質 を 変 え
な い も の を 用 い る 。 助 剤 の 試 験 液 中 濃 度 は 10 0 m g /ｌ （ 又 は 0 .
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1 m l / l） を 越 え な い こ と が 望 ま し い 。
⑦ 環 境 条 件
ア ． 収 容 密 度

流 水 式 で は 、 魚 体 重 １ g当 た り １ ｌ ～ 1 0ｌ 以 上 の 試 験 液 量 が
１ 日 に 交 換 さ れ る 必 要 が あ る 。

イ ． 水 温
推 奨 魚 種 の 設 定 温 度 は 別 表 の と お り と し 、 変 動 範 囲 は ± ２

℃ 以 内 と す る 。
ウ ． 照 明

12～ 1 6時 間 明 期 と す る 。
エ ． 給 餌

毎 日 給 餌 を 行 う 。 １ 日 に 体 重 の １ ～ ２ ％ 程 度 与 え る 。
給 餌 後 食 べ 残 し の 餌 料 及 び 排 泄 物 を 除 く 。

オ ． 希 釈 水
試 験 に 用 い る 水 は 有 害 物 質 や 試 験 の 妨 げ に な る も の を 含 ま

ず , 飼 育 に 用 い た 水 と 同 じ 供 給 源 の も の で , 魚 が 良 好 に 生 存 ,
成 長 が で き る 水 質 で あ る こ と が 確 認 さ れ て い る も の を 用 い
る 。 脱 塩 素 水 道 水 あ る い は 天 然 水 を 用 い る 。 使 用 前 に は 十 分
に 暴 気 し , 温 度 調 節 を 行 う 。

カ ． 溶 存 酸 素 濃 度
試 験 期 間 を 通 し て 溶 存 酸 素 濃 度 は , 飽 和 濃 度 の 6 0％ 以 上 を

保 つ よ う に す る 。 必 要 に 応 じ て ゆ る や か な 暴 気 を 行 う 。
キ ． pＨ

試 験 液 の pH調 整 は 行 わ な い 。
⑧ 観 察 及 び 測 定
ア ． 魚 の 生 死 及 び 症 状

暴 露 開 始 後 , 2 4時 間 毎 に 観 察 し , 記 録 す る 。
死 亡 魚 が 見 ら れ た 場 合 は 速 か に 取 り 除 く 。 ま た , 観 察 さ れ

た 異 常 は 記 録 す る 。
イ ． 魚 体 中 の 被 験 物 質 濃 度

取 込 期 間 中 に 少 な く と も ５ 回 ， 排 泄 期 間 中 に 少 な く と も ４
回 測 定 す る 。
１ 回 の 分 析 に 4尾 以 上 使 用 す る 。 分 析 は 原 則 と し て 個 体 別 に

行 う 。
ウ ． 魚 体 中 の 脂 質 含 量

魚 体 中 の 被 験 物 質 濃 度 測 定 時 に 魚 体 中 の 脂 質 含 量 を 測 定 す
る こ と が 望 ま し い 。

エ ． 試 験 水 中 の 被 験 物 質 濃 度
暴 露 開 始 前 及 び 暴 露 開 始 当 日 、 並 び に 取 込 期 間 中 に 少 な く

と も ５ 回 測 定 す る 。 取 込 期 間 中 は 、 魚 体 中 の 被 験 物 質 の 分 析
と 同 時 期 に 行 う 。
取 込 期 間 中 , 被 験 物 質 濃 度 の 変 動 は 、 測 定 値 の 平 均 の
± ２ ０ ％ 以 内 で あ る こ と が 望 ま し い 。

オ ． 水 質
試 験 に 先 立 っ て 希 釈 水 の 一 般 的 な 水 質 項 目 に つ い て 測 定 す

る 。
試 験 液 に つ い て は , 水 温 , 溶 存 酸 素 濃 度 及 び p Hを 全 て の 試

験 区 に つ い て 測 定 す る 。
⑨ 結 果 の 処 理 法

魚 体 中 及 び 試 験 水 中 の 被 験 物 質 濃 度 の 測 定 結 果 か ら 、 濃 縮 倍
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率 を 算 定 す る 。
⑩ 報 告 事 項
ア ． 試 験 物 質 に つ い て

一 般 名 , 化 学 名 , 構 造 式 , 純 度 , ロ ッ ト 番 号 , 水 溶 解 度 ,
P o w ( n - ｵ ｸ ﾀ ﾉ ｰ ﾙ /水 分 配 係 数 等 。
ま た 、 放 射 性 同 位 元 素 を 使 用 し た 場 合 は 、 標 識 位 置 及 び そ

の 根 拠 、 放 射 化 学 的 純 度 、 比 放 射 能 等 。
イ ． 試 験 魚 に つ い て

種 名 , 供 給 源 , 飼 育 方 法 , 順 化 , 供 試 魚 数 , 供 試 魚 の 全 長 ･
体 重 等

ウ ． 試 験 方 法 に つ い て
暴 露 条 件 、 環 境 条 件 、 観 察 及 び 測 定 項 目 等 。

エ ． 試 験 結 果 に つ い て
（ ア ） 濃 縮 倍 率 （ BC F s s又 は BC F k） 及 び 算 定 方 法 。
（ イ ） 取 込 速 度 定 数 及 び 排 泄 速 度 定 数 。
（ ウ ） 供 試 魚 の 死 亡 及 び 異 常 な 症 状 及 び 反 応 。
（ エ ） 魚 体 内 の 脂 質 含 量 の 測 定 値 。
（ オ ） 試 験 水 中 の 被 験 物 質 濃 度 の 測 定 値 。
（ カ ） 魚 体 内 の 被 験 物 質 濃 度 の 測 定 値 。
（ キ ） 水 質 の 測 定 値 。
（ ク ） 放 射 性 同 位 元 素 で 標 識 し た 被 験 物 質 を 使 用 し た 場 合 、 総

放 射 能 の B C Fが 1 0 0 0を 超 え る 場 合 に は 、 総 放 射 能 の 1 0 %以 上
の 代 謝 物 に つ い て は 、 濃 縮 性 を 表 示 す る こ と が 望 ま し い 。

（ ケ ） そ の 他 , 試 験 液 の 状 態 等 , 試 験 結 果 に 影 響 を 及 ぼ し た 可
能 性 の あ る 事 項 （ 本 試 験 法 か ら の 逸 脱 等 の 内 容 及 び そ れ が
試 験 結 果 に 影 響 を 及 ぼ し た 可 能 性 ） 等 。

⑪ 試 験 の 妥 当 性
ア ． 水 温 の 変 動 範 囲 は ± ２ ℃ 以 内 で な け れ ば な ら な い 。
イ ． 試 験 終 了 時 に お い て 対 照 区 及 び 試 験 区 の 死 亡 率 又 は 病 気 な
ど の 異 常 の 発 生 率 が 1 0％ を 超 え て は な ら な い 。 試 験 が 数 週 あ
る い は 数 ヶ 月 延 長 に な っ た 場 合 に は 、 死 亡 又 は 異 常 は 、 対 照
区 及 び 試 験 区 で １ ヶ 月 間 で ５ ％ 未 満 か つ 全 期 間 で 3 0％ を 超 え
て は な ら な い 。

ウ ． 溶 存 酸 素 濃 度 は 試 験 期 間 中 , 飽 和 濃 度 の 6 0％ 以 上 で な け れ
ば な ら な い 。

エ ． 水 槽 中 の 被 験 物 質 濃 度 の 変 動 は 測 定 値 の 平 均 の ± 20 %以 内 で
な け れ ば な ら な い 。

別 表 試 験 生 物 種 の 条 件 及 び 設 定 温 度

魚 種 設 定 温 度 試 験 魚 の 全 長
(℃ ) ( c m )

ｺ ｲ ( C y p r i n u s c a r p i o ) 2 0～ 2 5 8 . 0 ± 4 . 0

ﾒ ﾀ ﾞ ｶ（ ﾋ ﾒ ﾀ ﾞ ｶ） ( O r y z i a s l a t i p e s ) 2 0～ 2 5 3 . 0 ± 2 . 0

ﾌ ﾞ ﾙ ｰ ｷ ﾞ ﾙ ( L e p o m i s m a c r o c h i r u s ) 2 0～ 2 5 5 . 0 ± 2 . 0
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ﾆ ｼ ﾞ ﾏ ｽ ( O n c o r h y n c h u s m y k i s s ) 1 3～ 1 7 8 . 0 ± 4 . 0

ｸ ﾞ ｯ ﾋ ﾟ ｰ ( P o e c i l i a r e t i c u l a t a ) 2 0～ 2 5 3 . 0 ± 1 . 0

ｾ ﾞ ﾌ ﾞ ﾗ ﾀ ﾞ ﾆ ｵ ( D a n i o r e r i o ) 2 0～ 2 5 3 . 0 ± 0 . 5

ﾌ ｧ ｯ ﾄ ﾍ ｯ ﾄ ﾞ ﾐ ﾉ ｰ ( P i m e p h a l e s p r o m e l a s ) 2 0～ 2 5 5 . 0 ± 2 . 0

環 境 中 予 測 濃 度 算 定 に 関 す る 試 験 （ ２ － １ ０ － １ ～ ６ ）

水 質 汚 濁 性 試 験 （ ２ － １ ０ － １ ） 水 質 汚 濁 性 試 験 （ ２ － １ ０ － １ ）

１ ． 目 的 １ ． 目 的
本 試 験 は 、 水 質 汚 濁 予 測 濃 度 を 算 出 す る た め 、 水 田 に 施 用 さ れ る 農 本 試 験 は 、 水 田 に 施 用 さ れ る 農 薬 の 水 田 水 の 水 質 に お け る 汚 濁 に 関

薬 の 水 田 水 の 水 質 に お け る 汚 濁 に 関 す る 科 学 的 知 見 を 得 る こ と を 目 的 す る 科 学 的 知 見 を 得 る こ と を 目 的 と す る 。
と す る 。

２ ～ ６ （ 略 ） ２ ～ ６ （ 略 ）

７ ． 報 告 事 項 ７ ． 報 告 事 項
（ １ ） ～ （ ７ ） （ 略 ） （ １ ） ～ （ ７ ） （ 略 ）
（ ８ ） 推 定 半 減 期 及 び 算 出 方 法

環 境 中 予 測 濃 度 算 定 に 関 す る 試 験 （ ２ － １ １ － １ ～ ５ ）

模 擬 水 田 を 用 い た 水 田 水 中 農 薬 濃 度 測 定 試 験 （ ２ － １ ０ － ２ ） 模 擬 水 田 を 用 い た 水 田 水 中 農 薬 濃 度 測 定 試 験 （ ２ － １ １ － １ ）

１ ． 目 的 １ ． 目 的
本 試 験 は 、 水 産 動 植 物 被 害 予 測 濃 度 を 算 出 す る た め 、 模 擬 水 田 を 用 本 試 験 は 、 環 境 中 予 測 濃 度 を 算 出 す る た め 、 模 擬 水 田 を 用 い て 、 水

い て 、 水 田 に 使 用 さ れ た 農 薬 の 水 田 水 中 で の 消 長 に 関 す る 科 学 的 知 見 田 に 使 用 さ れ た 農 薬 の 水 田 水 中 で の 消 長 に 関 す る 科 学 的 知 見 を 得 る こ
を 得 る こ と を 目 的 と す る 。 と を 目 的 と す る 。

２ ～ ７ （ 略 ） ２ ～ ７ （ 略 ）

実 水 田 を 用 い た 水 田 水 中 農 薬 濃 度 測 定 試 験 （ ２ － １ ０ － ３ ） 実 水 田 を 用 い た 水 田 水 中 農 薬 濃 度 測 定 試 験 （ ２ － １ １ － ２ ）

１ ～ ３ （ 略 ） １ ～ ３ （ 略 ）

４ ． 試 料 （ 水 田 水 ） の 採 取 ４ ． 試 料 （ 水 田 水 ） の 採 取
（ １ ） （ 略 ） （ １ ） （ 略 ）
（ ２ ） 採 取 時 期 及 び 回 数 （ ２ ） 採 取 時 期 及 び 回 数

水 質 汚 濁 予 測 濃 度 を 算 出 す る た め に 試 験 を 実 施 す る 場 合 に は 、 ① 採 取 は 、 被 験 物 質 の 施 用 直 前 、 直 後 （ 施 用 後 ３ ～ ６ 時 間 ） 及
水 質 汚 濁 性 試 験 に 準 じ 、 水 産 動 植 物 被 害 予 測 濃 度 を 算 出 す る た め び １ ４ 日 後 ま で の 間 で き る だ け 短 い 日 数 間 隔 で 行 う 。
に 試 験 を 実 施 す る 場 合 に は 、 模 擬 水 田 を 用 い た 水 田 水 中 農 薬 濃 度 ② 各 採 取 日 に お け る 採 取 は 同 一 時 間 帯 に 行 う 。
測 定 試 験 に 準 ず る 。 ③ 被 験 物 質 の 登 録 申 請 に 係 る 使 用 方 法 に 止 水 期 間 が 設 け ら れ て

い る 場 合 に は 、 止 水 期 間 終 了 日 に も 採 取 す る 。

５ ． 試 料 の 取 扱 い ５ ． 試 料 の 取 扱 い
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水 質 汚 濁 性 試 験 に 準 ず る 。 模 擬 水 田 を 用 い た 水 田 水 中 農 薬 濃 度 測 定 試 験 に 準 ず る 。

６ ． 試 料 の 分 析 ６ ． 試 料 の 分 析
水 質 汚 濁 予 測 濃 度 を 算 出 す る た め に 試 験 を 実 施 す る 場 合 に は 、 水 模 擬 水 田 を 用 い た 水 田 水 中 農 薬 濃 度 測 定 試 験 に 準 ず る 。

質 汚 濁 性 試 験 に 準 じ 、 水 産 動 植 物 被 害 予 測 濃 度 を 算 出 す る た め に 試
験 を 実 施 す る 場 合 に は 、 模 擬 水 田 を 用 い た 水 田 水 中 農 薬 濃 度 測 定 試
験 に 準 ず る 。

７ （ 略 ） ７ （ 略 ）

８ ． 報 告 事 項 ８ ． 報 告 事 項
水 質 汚 濁 性 試 験 に 準 ず る 。 模 擬 水 田 を 用 い た 水 田 水 中 農 薬 濃 度 測 定 試 験 に 準 ず る 。

模 擬 圃 場 を 用 い た 地 表 流 出 試 験 （ ２ － １ ０ － ４ ） 模 擬 圃 場 を 用 い た 地 表 流 出 試 験 （ ２ － １ １ － ３ ）

１ ～ ７ （ 略 ） １ ～ ７ （ 略 ）

８ ． 試 料 の 分 析 ８ ． 試 料 の 分 析
（ １ ） 分 析 対 象 物 質 （ １ ） 分 析 対 象 物 質 は 、 水 産 動 植 物 に 対 す る 毒 性 試 験 に お い て 評 価 の

水 質 汚 濁 予 測 濃 度 を 算 出 す る た め に 試 験 を 実 施 す る 場 合 に は 、 対 象 と な る 物 質 と す る 。
水 質 汚 濁 性 試 験 に 準 じ 、 水 産 動 植 物 被 害 予 測 濃 度 を 算 出 す る た め
に 試 験 を 実 施 す る 場 合 に は 、 模 擬 水 田 を 用 い た 水 田 水 中 農 薬 濃 度
測 定 試 験 に 準 ず る 。

（ ２ ） 分 析 方 法 （ ２ ） 分 析 法 は 、 分 析 対 象 物 質 を 正 確 に 分 析 で き る 方 法 を 採 用 す る 。
① 分 析 対 象 物 質 を 正 確 に 分 析 で き る 方 法 を 採 用 す る 。
② （ 略 ） （ ３ ） （ 略 ）
③ （ 略 ） （ ４ ） （ 略 ）
④ （ 略 ） （ ５ ） （ 略 ）
⑤ （ 略 ） （ ６ ） （ 略 ）
⑥ （ 略 ） （ ７ ） （ 略 ）
⑦ （ 略 ） （ ８ ） （ 略 ）
⑧ （ 略 ） （ ９ ） （ 略 ）
⑨ （ 略 ） （ １ ０ ） （ 略 ）

９ （ 略 ） ９ （ 略 ）

ド リ フ ト 試 験 （ ２ － １ ０ － ５ ） ド リ フ ト 試 験 （ ２ － １ １ － ４ ）
（ 略 ） （ 略 ）

河 川 に お け る 農 薬 濃 度 の モ ニ タ リ ン グ （ ２ － １ ０ － ６ ） 河 川 に お け る 農 薬 濃 度 の モ ニ タ リ ン グ （ ２ － １ １ － ５ ）

１ （ 略 ） １ （ 略 ）

２ ． 調 査 地 域 ２ ． 調 査 地 域
（ １ ） （ 略 ） （ １ ） （ 略 ）
（ ２ ） 調 査 河 川 は 、 調 査 対 象 農 薬 の 使 用 地 区 か ら の 排 水 が 流 入 す る こ （ ２ ） 対 象 河 川 は 、 調 査 対 象 農 薬 の 使 用 地 区 か ら の 排 水 が 流 入 す る こ

と が 明 ら か な 河 川 を 選 定 す る 。 と が 明 ら か で 、 か つ （ ３ ） ① に 掲 げ る 評 価 地 点 が 設 定 さ れ て い る
河 川 を 選 定 す る 。

（ ３ ） 調 査 地 点 は 、 少 な く と も 以 下 の 地 点 を 選 定 す る 。 （ ３ ） 調 査 地 点 は 、 少 な く と も 以 下 の 地 点 を 選 定 す る 。
① 水 質 汚 濁 性 の 評 価 に 用 い る 場 合
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ア 評 価 地 点
当 該 地 区 か ら の 主 排 水 路 等 の 調 査 河 川 へ の 合 流 地 点 の 直 近

下 流 域 と す る 。
イ 動 態 観 測 点

当 該 地 区 か ら の 農 薬 流 出 動 態 を 的 確 に 把 握 で き る 主 排 水 路
等 に お い て 動 態 観 測 点 を 設 置 す る こ と が 望 ま し い 。

ウ 上 流 部 観 測 点
当 該 地 区 か ら の 排 水 の 調 査 河 川 へ の 合 流 地 点 の 上 流 部 と す

る 。
② 水 産 動 植 物 に 対 す る 毒 性 影 響 の 評 価 に 用 い る 場 合 ① 評 価 地 点 （ ア ）： 当 該 地 区 下 流 域 の 最 寄 り の 公 共 用 水 域 常 時
ア 評 価 地 点 監 視 地 点 （ 環 境 基 準 点 又 は 補 助 点 ） と す る 。

当 該 地 区 下 流 域 の 最 寄 り の 公 共 用 水 域 常 時 監 視 地 点 （ 環 境
基 準 点 又 は 補 助 点 ） と す る 。

イ 動 態 観 測 点 ② 動 態 観 測 点 （ イ ）： 当 該 地 区 か ら の 農 薬 流 出 動 態 を 的 確 に 把
当 該 地 区 か ら の 農 薬 流 出 動 態 を 的 確 に 把 握 で き る 主 排 水 路 握 で き る 主 排 水 路 等 。

等 と す る 。 な お 、 地 域 内 に お い て 農 薬 使 用 地 区 が 複 数 ま と ま な お 、 地 域 内 に お い て 農 薬 使 用 地 区 が 複 数 ま と ま っ て 存 在 す る
っ て 存 在 す る 場 合 は 、 ２ 地 区 以 上 に お い て 動 態 観 測 点 を 設 置 場 合 は 、 ２ 地 区 以 上 に お い て 動 態 観 測 点 を 設 置 す る こ と が 望 ま し
す る こ と が 望 ま し い 。 い 。

ウ 上 流 部 観 測 点 ③ 上 流 部 観 測 点 （ ウ ）： 当 該 地 区 か ら の 排 水 の 調 査 河 川 へ の 合
当 該 地 区 か ら の 排 水 の 調 査 河 川 へ の 合 流 点 の 上 流 部 と す る 。 流 点 の 上 流 部 。

（ 図 略 ） （ 図 略 ）

３ ． 流 量 測 定 及 び 気 象 観 測 ３ ． 流 量 測 定 及 び 気 象 観 測
水 質 汚 濁 性 の 評 価 に 用 い る 場 合 に は 、 ４ 半 期 に １ 回 以 上 、 水 産 動 植 評 価 地 点 に お い て １ 回 以 上 流 量 （ m 3/ s ） を 測 定 す る 。 さ ら に 、 期 間

物 に 対 す る 毒 性 影 響 の 評 価 に 用 い る 場 合 に は 、調 査 期 間 中 に １ 回 以 上 、 中 の 気 象 に つ い て 記 録 を 行 う 。
評 価 地 点 に お け る 流 量 （ m 3/ s ） を 測 定 す る 。 さ ら に 、 期 間 中 の 気 象 に
つ い て 記 録 を 行 う 。

４ ． 試 料 （ 河 川 水 ） の 採 取 ４ ． 試 料 （ 河 川 水 ） の 採 取
（ １ ） （ 略 ） （ １ ） （ 略 ）
（ ２ ） 採 取 期 間 及 び 間 隔 （ ２ ） 採 取 期 間 及 び 間 隔

① 水 質 汚 濁 性 の 評 価 に 用 い る 場 合
ア 水 田 に 使 用 す る 農 薬 の 場 合

試 料 採 取 は 、 農 薬 使 用 時 期 前 か ら 開 始 し 、 農 薬 使 用 時 期 に
お い て は １ 週 間 ご と に 、 そ の 後 に お い て は １ ヶ 月 ご と に 、 評
価 地 点 に お け る 農 薬 濃 度 が 定 量 限 界 以 下 と な る こ と が 確 認 さ
れ る ま で 行 う 。

イ 水 田 以 外 に 使 用 す る 農 薬 の 場 合
試 料 採 取 は 、 農 薬 使 用 時 期 に お い て は 約 ２ 週 間 ご と に 、 そ

の 後 に お い て は １ ヶ 月 ご と に 、 評 価 地 点 に お け る 農 薬 濃 度 が
定 量 限 界 以 下 と な る こ と が 確 認 さ れ る ま で 行 う 。

② 水 産 動 植 物 に 対 す る 毒 性 影 響 の 評 価 に 用 い る 場 合
ア （ 略 ） ① （ 略 ）
イ （ 略 ） ② （ 略 ）

５ （ 略 ） ５ （ 略 ）

６ ． 試 料 の 分 析 ６ ． 試 料 の 分 析
（ １ ） 分 析 対 象 物 質 （ １ ） 分 析
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水 質 汚 濁 性 の 評 価 に 用 い る 場 合 に は 、 水 質 汚 濁 性 試 験 に 準 じ 、 分 析 対 象 物 質 は 、 水 産 動 植 物 に 対 す る 毒 性 試 験 に お い て 評 価 の
水 産 動 植 物 に 対 す る 毒 性 影 響 の 評 価 に 用 い る 場 合 に は 、 模 擬 水 田 対 象 と な る 物 質 と す る 。
を 用 い た 水 田 水 中 農 薬 濃 度 測 定 試 験 に 準 ず る 。

（ ２ ） 分 析 方 法 （ ２ ） 分 析 方 法
① 分 析 対 象 物 質 を 正 確 に 分 析 で き る 方 法 を 採 用 す る 。 ① 分 析 法 は 、分 析 対 象 物 質 を 正 確 に 分 析 で き る 方 法 を 採 用 す る 。
② ～ ⑧ （ 略 ） ② ～ ⑧ （ 略 ）

７ ． 報 告 事 項 ７ ． 報 告 事 項
（ １ ） ～ （ ７ ） （ 略 ） （ １ ） ～ （ ７ ） （ 略 ）
（ ８ ） 年 間 又 は 最 大 濃 度 期 に お け る 平 均 濃 度 （ ８ ） 最 大 濃 度 期 に お け る 平 均 濃 度

＜ 残 留 性 に 関 す る 試 験 ＞ ＜ 残 留 性 に 関 す る 試 験 ＞
農 作 物 等 へ の 残 留 性 に 関 す る 試 験 農 作 物 等 へ の 残 留 性 に 関 す る 試 験

作 物 残 留 性 試 験 （ ３ － １ － １ ） 作 物 残 留 性 試 験 （ ３ － １ － １ ）

１ ～ ５ （ 略 ） １ ～ ５ （ 略 ）

６ ． 試 料 の 採 取 ６ ． 試 料 の 採 取
（ １ ） 採 取 部 位 及 び 採 取 量 は 、 別 表 １ に 定 め る と こ ろ に よ る 。 （ １ ） 採 取 部 位 及 び 採 取 量 は 、 農 薬 取 締 法 第 ３ 条 第 １ 項 第 ４ 号 か ら 第

７ 号 ま で に 掲 げ る 場 合 に 該 当 す る か ど う か の 基 準 を 定 め る 等 の 件
第 １ 号 イ の 環 境 庁 長 官 の 定 め る 基 準 （ 昭 和 4 8年 ７ 月 2 4日 環 境 庁 告
示 第 4 6号 ） に 定 め る と こ ろ に よ る 。 た だ し 、 採 取 量 に 係 る 基 準 を
満 た す こ と が 困 難 な 作 物 の 採 取 量 に あ っ て は 、 同 一 試 料 内 の 変 動
及 び 分 析 の 精 度 確 保 を 勘 案 し て 適 当 と 認 め る 量 に 変 更 す る こ と が
で き る も の と す る 。 な お 、 稲 に つ い て は 、 稲 わ ら も 採 取 す る 。

（ ２ ） ～ （ ４ ） （ 略 ） （ ２ ） ～ （ ４ ） （ 略 ）

７ （ 略 ） ７ （ 略 ）

８ ． 試 料 の 分 析 ８ ． 試 料 の 分 析
（ １ ） 分 析 対 象 物 質 （ １ ） 分 析 対 象 物 質

被 験 物 質 に 係 る 農 薬 の 有 効 成 分 及 び 当 該 有 効 成 分 が 生 物 的 又 は 被 験 物 質 に 係 る 農 薬 の 有 効 成 分 及 び 当 該 有 効 成 分 が 生 物 的 又 は
化 学 的 に 変 化 し て 生 成 し た 物 質 （ 以 下 「 成 分 物 質 」 と い う 。） と 化 学 的 に 変 化 し て 生 成 し た 物 質 （ 以 下 「 成 分 物 質 」 と い う 。） と
す る 。 た だ し 、 残 留 量 が き わ め て 微 量 で あ る こ と 、 そ の 毒 性 が き す る 。 た だ し 、 残 留 量 が き わ め て 微 量 で あ る こ と 、 そ の 毒 性 が き
わ め て 弱 い こ と 等 に よ り 有 害 で な い と 認 め ら れ る 場 合 は 除 く 。 わ め て 弱 い こ と 等 に よ り 有 害 で な い と 認 め ら れ る 場 合 は 除 く 。
な お 、 展 着 剤 に つ い て は 、 原 則 と し て 展 着 剤 及 び 適 用 対 象 農 薬 な お 、 展 着 剤 に つ い て は 、 原 則 と し て 展 着 剤 及 び 適 用 対 象 農 薬

と す る が 、 当 該 展 着 剤 の 適 用 農 薬 の 残 留 性 へ の 影 響 等 か ら 判 断 し と す る が 、 当 該 展 着 剤 の 適 用 農 薬 の 残 留 性 へ の 影 響 等 か ら 判 断 し
て 合 理 的 な 理 由 あ る 場 合 に あ っ て は 、別 表 ２ に 掲 げ る も の と す る 。 て 合 理 的 な 理 由 あ る 場 合 に あ っ て は 、 別 表 に 掲 げ る も の と す る 。

（ ２ ） 分 析 部 位 （ ２ ） 分 析 部 位
分 析 部 位 は 、 食 品 、 添 加 物 等 の 規 格 基 準 （ 昭 和 3 4年 1 2月 2 8日 厚 分 析 部 位 は 、 食 品 、 添 加 物 等 の 規 格 基 準 （ 昭 和 3 4年 1 2月 2 8日 厚

生 省 告 示 第 3 7 0号 ） に 定 め る と こ ろ に よ る 。 な お 、 稲 に つ い て は 、 生 省 告 示 第 3 7 0号 ） 及 び 農 薬 取 締 法 第 ３ 条 第 １ 項 第 ４ 号 か ら 第 ７ 号
稲 わ ら も 分 析 す る こ と 。 ま で に 掲 げ る 場 合 に 該 当 す る か ど う か の 基 準 を 定 め る 等 の 件 第 １

号 イ の 環 境 庁 長 官 の 定 め る 基 準 （ 昭 和 48年 ７ 月 2 4日 環 境 庁 告 示 第 4
6号 ） に 定 め る と こ ろ に よ る 。 な お 、 稲 に つ い て は 、 稲 わ ら も 分 析
す る こ と 。

（ ３ ） 分 析 方 法 （ ３ ） 分 析 方 法
① （ 略 ） ① （ 略 ）
② 分 析 対 象 物 質 を 正 確 に 分 析 で き る 方 法 に よ り 行 う 。 な お 、 食 品 ② 分 析 対 象 物 質 を 正 確 に 分 析 で き る 方 法 に よ り 行 う 。 な お 、 食
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規 格 （ 残 留 農 薬 基 準 値 ） の 設 定 に 際 し て 分 析 法 が 定 め ら れ て い 品 規 格 （ 残 留 農 薬 基 準 値 ） 又 は 農 薬 登 録 保 留 基 準 値 の 設 定 に 際
る 場 合 は 、 当 該 方 法 に よ る 。 し て 分 析 法 が 定 め ら れ て い る 場 合 は 、 当 該 方 法 に よ る 。

③ ～ ⑨ （ 略 ） ③ ～ ⑨ （ 略 ）

９ （ 略 ） ９ （ 略 ）

別 表 1

作 物 名 採 取 部 位 採 取 量

稲 玄 米 １ ｋ ｇ
稲 わ ら ５ 束 （ ２ ｋ ｇ ）

小 麦 脱 穀 し た 種 子 １ ｋ ｇ
大 麦 脱 穀 し た 種 子 １ ｋ ｇ
と う も ろ こ し （ 未 未 成 熟 ： 雌 穂 １ ｋ ｇ
成 熟 と う も ろ こ し 乾 燥 種 実
を 含 む ）
み か ん 果 実 ２ ｋ ｇ
い よ か ん 果 実 ２ ｋ ｇ
は っ さ く 果 実 ２ ｋ ｇ
ぽ ん か ん 果 実 ２ ｋ ｇ
も も 果 実 ２ ｋ ｇ
す い か 果 実 ５ ｋ ｇ
メ ロ ン 果 実 ５ ｋ ｇ
り ん ご 果 実 ２ ｋ ｇ
な し （ 日 本 な し 、 果 実 ２ ｋ ｇ
西 洋 な し を 含 む ）
か き 果 実 ２ ｋ ｇ
う め 果 実 １ ｋ ｇ
い ち ご 果 実 １ ｋ ｇ
ぶ ど う 果 実 １ ｋ ｇ
ピ ー マ ン 果 実 １ ｋ ｇ
か ぼ ち ゃ 果 実 ２ ｋ ｇ
き ゅ う り 果 実 ２ ｋ ｇ
ト マ ト 果 実 ２ ｋ ｇ
ミ ニ ト マ ト 果 実 １ ｋ ｇ
な す 果 実 ２ ｋ ｇ
え だ ま め さ や １ ｋ ｇ
さ や い ん げ ん さ や １ ｋ ｇ
キ ャ ベ ツ 葉 球 ５ ｋ ｇ
は く さ い 茎 葉 ５ ｋ ｇ
カ リ フ ラ ワ ー 花 蕾 ２ ｋ ｇ
ブ ロ ッ コ リ ー 花 蕾 ２ ｋ ｇ
こ ま つ な 茎 葉 １ ｋ ｇ
し ゅ ん ぎ く 茎 葉 １ ｋ ｇ
セ ル リ ー 茎 葉 １ ｋ ｇ
チ ン ゲ ン サ イ 茎 葉 １ ｋ ｇ
レ タ ス 茎 葉 ３ ｋ ｇ
ね ぎ 茎 葉 １ ｋ ｇ
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ほ う れ ん そ う 茎 葉 １ ｋ ｇ
か ぶ 根 部 ２ ｋ ｇ

葉 部 １ ｋ ｇ
だ い こ ん 根 部 ５ ｋ ｇ

葉 部 １ ｋ ｇ
ご ぼ う 根 部 ２ ｋ ｇ
に ん じ ん 根 部 ２ ｋ ｇ
れ ん こ ん 地 下 茎 ２ ｋ ｇ
し ょ う が 根 茎 １ ｋ ｇ
た け の こ た け の こ ２ ｋ ｇ
た ま ね ぎ 鱗 茎 ２ ｋ ｇ
か ん し ょ 塊 根 ２ ｋ ｇ
ば れ い し ょ 塊 茎 ２ ｋ ｇ
こ ん に ゃ く 球 茎 ２ ｋ ｇ
さ と い も 塊 茎 ２ ｋ ｇ
や ま の い も 塊 茎 (担 根 体 ) ２ ｋ ｇ
だ い ず 乾 燥 子 実 １ ｋ ｇ
あ ず き 乾 燥 子 実 １ ｋ ｇ
て ん さ い 根 部 ５ ｋ ｇ
さ と う き び 茎 ５ ｋ ｇ
茶 あ ら 茶 ２ ０ ０ ｇ
上 記 以 外 の 作 物 可 食 部 同 一 試 料 内 の 変 動

及 び 分 析 の 精 度 確
保 を 勘 案 し て 適 宜
採 取 量 を 決 定 す る 。
な お 、 少 な く と も
５ 個 以 上 採 取 す る
も の と す る 。

注 １ ： み か ん は 、 果 肉 と 果 皮 は 分 け て 分 析 す る 。
注 ２ ： 採 取 量 の 欄 に 掲 げ る 量 に 達 す る に 要 す る 個 数 が ５ 個 未 満

の 農 作 物 等 に あ っ て は 、 そ れ ぞ れ 大 き さ の そ ろ っ た ５ 個 を
採 取 す る 。

別 表 ２ （ 略 ） 別 表 （ 略 ）

乳 汁 へ の 移 行 試 験 （ ３ － １ － ２ ） 乳 汁 へ の 移 行 試 験 （ ３ － １ － ２ ）
（ 略 ） （ 略 ）

土 壌 残 留 性 試 験 （ ３ － ２ － １ ） 土 壌 残 留 性 試 験 （ ３ － ２ － １ 、 ２ ）

（ 削 る 。） 容 器 内 試 験 （ ３ － ２ － １ － １ ）
（ 略 ）

（ 削 る 。） ほ 場 試 験 （ ３ － ２ － １ － ２ ）

１ ～ ７ （ 略 ） １ ～ ７ （ 略 ）

８ ． 報 告 事 項 ８ ． 報 告 事 項
（ １ ） ～ （ ７ ） （ 略 ） （ １ ） ～ （ ７ ） （ 略 ）
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（ ８ ） 分 析 結 果 （ 各 試 料 採 取 時 点 の 分 析 値 ） （ ８ ） 分 析 結 果
各 試 料 採 取 時 点 の 分 析 値 、 減 衰 曲 線 及 び 最 高 濃 度 が 確 実 に ２ 分

の １ に 減 少 す る ま で の 期 間 と す る 。 な お 、 複 数 の 成 分 を 分 析 の 対
象 と し た 場 合 は 、 す べ て を 有 効 成 分 換 算 し た 上 で 合 量 し 、 こ の 合
量 し た 値 が 確 実 に 最 高 値 の ２ 分 の １ に 減 少 す る ま で の 期 間 と す る 。

（ ９ ） 推 定 半 減 期 及 び 算 出 方 法

後 作 物 残 留 性 試 験 （ ３ － ２ － ２ ） 後 作 物 残 留 性 試 験 （ ３ － ２ － ２ ）
（ 略 ）


